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    開  会   午前９時３０分 

議長（大倉 博君） 皆さんおはようございます。会議に入ります前に申し上げます。 

  本日３月１１日は、東北地方を中心に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発生から

１０年を迎えました。この災害により、かけがえのない多くの方の命が失われました。犠牲

となられました全ての方々に対し、衷心より哀悼の意を表すために、これより黙禱をささげ

たいと思います。皆様、御起立をお願いいたします。 

  黙禱。 

（黙  禱） 

議長（大倉 博君） お直りください。 

  着席ください。 

  本日、ここに令和３年３月第１回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席いた

だきまして御苦労さまです。 

  本定例会に提案されます案件については、慎重な御審議をお願いいたします。また、新型

コロナウイルス感染症の予防対策にも御協力いただきながら、なるべく密を避けるためにも、

議会運営がスムーズに進みますよう、あわせて皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） ただいまから令和３年３月第１回笠置町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、７番、西昭夫議員及び１番、向出

健議員を指名します。 

  以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いいたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２４日までの１４日間としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 異議なしと認めます。会期は、本日から３月２４日までの１４日間に決
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定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  議会報告を行います。 

  京都府町村議会議長会第７１回定期総会が、本年度は新型コロナ感染症対策のため開催が

中止され、書面での表決が行われました。 

  令和元年度決算並びに令和３年度の事業計画及び当初予算３，１７０万円が全会一致で承

認可決されています。 

  また、府内の町村議会議員で在職１１年の方９名に京都府町村議会議長会表彰が、全国議

長会表彰として議員歴２７年以上の議員１名、議員歴１５年以上の議員２名のほか、大山崎

町議会には町村議会広報全国コンクール奨励賞が表彰されました。 

  このほか１月１１日には南山城村やまなみホールにて、令和２年度の成人式が規模を縮小

して開催され、西副議長と共に出席をいたしました。 

  これらに伴いまして、議会会議規則第１２９条の規定により議員派遣を行いました。 

  なお、議会運営上、今定例会において不穏当な発言があった場合には、後日、会議録を調

査して善処します。 

  次に、町長から行政報告の申出がありました。これを許します。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼いたします。 

  行政報告を行います。 

  今から１０年前の今日、平成２３年３月１１日、東北地方を中心に大きな被害をもたらし

た東北大震災が起きました。この震災では実に２万２，０００人もの尊い命が失われてしま

いました。この場を借りまして、亡くなられました多くの方々の御冥福をお祈りいたしたい

と思います。 

  最初に、住民の皆様におわびいたします。広報れんけい３月号及び同時に配布した笠置町

お知らせ版の中で、住民主体の通いの場事業、令和３年度福祉タクシー利用券の交付、鉄道

利用カードの申込みについてという３件の事業に関しまして、議会の審議と予算案の承認を

経ずして御案内してしまいました。申請を準備されておられました住民の皆様方には誠に申

し訳ございませんでしたが、改めて御案内させていただきます。本件は、地方自治法に規定

されている議会の議決権という議会の権限の中で最も重要かつ基本的な性格を有する権限に

違反するものです。今後、二度とこのような事案が生じないよう徹底した対策を講じてまい
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ります。申し訳ございませんでした。 

  次に、行政報告を行います。 

  笠置町では、前回御報告させていただきました６社に加え、笠置町公共土木事業の指名業

者２社と、災害時における笠置町所管公共土木施設等に関する緊急的な災害対策業務に関す

る協定書を取り交わしました。本協定は、避難路や救援物資の搬送路に当たる道路の通行を

確保するための公共的な対策工事をお願いするとともに、町営住宅等が被災した場合の被害

拡大の予防や早期復旧を目的とするものです。また、令和２年度予算におきまして、各区集

会所や避難所におきまして、新型コロナウイルス感染症対策として空調施設の整備やトイレ

の改修、さらには停電時にも対応できるよう発電機等の配布を行っております。 

  笠置町では、引き続き住民の皆様が安心して暮らしていけるよう、災害発生時における町

内の事業者様などとの協力体制をより強固なものとするための政策を進めていきたいと考え

ております。 

  次に、河川敷のキャンプ場の再開に関しまして御報告いたします。 

  昨年１２月１３日より、コロナウイルス感染症拡大防止のため閉鎖されておりました木津

川河川敷のキャンプ場が今月８日から再開されました。今週１３日と１４日、来週の２０日、

２１日の土日は、一時的な集中回避のため閉鎖されますが、それ以降は平常どおりの営業再

開となります。ただ現在、笠置大橋の全面再塗装工事が進められており、国道１６３号や浜

通り、駅前通りの渋滞が予想されるため、山城南土木事務所と対応策についての協議を行っ

ているところでございます。 

  本議会で御審議いただく内容は、同意案件１件、条例及び予算案件が２０件でございます。

よろしく御審議いただき、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

議長（大倉 博君） これで諸般の報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第４、同意第１号、笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求める件を議題とします。 

  提出者の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  同意第１号、笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件について提

案理由を申し上げます。 

  固定資産評価審査委員会の委員の方が、令和３年３月３１日で任期満了となりますので、
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地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものです。御同意いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、同意第１号、笠置町固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求める件について、議案書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

  同意第１号、笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求める件。 

  下記の者を笠置町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

  令和３年３月１１日提出。 

  笠置町長、中淳志。 

  住所、氏名、京都府相楽郡笠置町大字有市、石川惣代治。京都府相楽郡笠置町大字笠置、

中尾隆藏。京都府相楽郡笠置町大字切山、東達廣。以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

議長（大倉 博君） お諮りします。本案につきましては、質疑、討論を省略し、直ちに採決

したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 異議なしと認めます。したがって、本案については、質疑、討論を省略

して、直ちに採決をいたします。 

  この採決は１件ずつ起立によって行います。 

  この際、申し上げます。全ての議案に対して起立しない者は、反対とみなします。 

  まず、石川惣代治氏の笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意することに賛成の

方は御起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、石川惣代治氏の笠置町固定資産評価審査委

員会委員の選任について同意することに決定しました。 

  続いて、中尾隆藏氏の笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意することに賛成の

方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、中尾隆藏氏の笠置町固定資産評価審査委員

会委員の選任について同意することに決定しました。 
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  続いて、東達廣氏の笠置町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、東達廣氏の笠置町固定資産評価審査委員会

委員の選任について同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第５、議案第２号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関

する条例一部改正の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第２号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関する条例一部改正の件につい

て提案理由を申し上げます。 

  改正内容は、町長の給料を４月から令和４年３月まで１割削減するものです。また、任期

中はこの特例条例を継続する予定です。よろしく御審議の上、御承認いただきますようお願

い申し上げます。以上です。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第２号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の

特例に関する条例一部改正の件について説明をさせていただきます。 

  議案書の２ページをよろしくお願いいたします。 

  今回の条例につきましては、平成１５年を初年度として制定されておりました。この条例

を一部改正する形で、今回、提案をさせていただいております。 

  また今回、町長の給料月額６７万円を１割を削減し、期間は令和３年４月から令和４年

３月までの１２か月で、削減により８０万４，０００円が減額となります。よろしくお願い

いたします。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑につきましては、全ての議案に対して、

同一議題について３回までですので申し添えます。質疑はありませんか。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  これは何のための削減でしょうか。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） 今回の条例案の提出、つまり町長の給与の削減ですが、昨年度から予算
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の策定、執行について、いろいろ見てきたわけですが、財政的に非常に厳しい状態にあると

いうことで、本年度以降、全ての予算の支出、それから歳入についての再検討を行っていく

必要が緊急に生じてまいります。その前に、まずは町長自らが報酬をカットするというとこ

ろで、職員全員について、私の意思を表したいというところでの削減案の提案でございます。

よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  財政難で、自分から身を切ることから始めるというような解釈をしてくれという答弁だと

思いますが、じゃ、４年間で幾らの削減になるのか。それでそれは何のために削減していく

のか。何かそういう財源が必要であるのか。それとも単なる意思表示でそれをしなければな

らないのか。 

  僕の中でお金というものは、その価値を示すものだと１つ考えております。町の象徴であ

る町長というふうに僕は思っておりまして、その職務に値する給与、報酬をもらっていると。

その価値を示すものがそれだというふうに僕はお金に対して常日頃思っております。自らそ

の価値を下げるのか、それとも自分の身を切る改革みたいなものがやりたいのか、その辺が

あまり、どういうふうに見えてくるのかというのが説明が僕はちょっと少ないような気がし

ます。だから、数字としてこれぐらい削減する。それは何のためにというのがあまり見えな

い。自分がお金切ったから、その後、何か削減していって、住民サービスが例えば低下する

とか水道代が上がるとか、いろんなことを想定できます。その辺が見えてこないんで、思い

があったりとか考えがあるんやったら、やっぱりそれも同時に説明してもらわないとひもづ

いてこない。単なるパフォーマンスみたいなような下げ方やったりとか、説明は住民に対し

て、ちょっと足りないんじゃないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  今回の条例案の提案理由につきまして補足いたしますと、本年度の当初予算案を御覧いた

だいたら分かりますが、経常収支比率が非常に悪化しておりまして、基金の取崩しが非常に

大きくなっています。今後、少なくとも１年間はかけて、全ての歳出事項についての見直し

を図らないといけないと考えています。 

  まず、歳入を増やすための取組として、いろんな補助金や交付金を請求するのを検討して

いくということは、まず必要になってくるかと思います。ほかにも歳出削減で、まだまだ歳
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出を削減できるような事項があるんじゃないのかということでございます。例えば適切な人

件費、物件費、ほかには車の維持管理費なんか、いろんなところで削減をしていかないと、

財政的に将来，暗雲を招くようなそういう事態になりかねない。まずは私自身が全職員の先

頭に立って、住民のために何ができるのかということを考えながら、財政の適正化を進めて

いきたいということの意思表示でございます。よろしくお願いします。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問で４年間なりの削減額ということ

ですが、４年間で合わせて３２１万６，０００円、また３年間では２４１万２，０００円の

削減額となります。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  三百何がし、二百何がしという数字が出てきましたが、町長、僕このお金を削減して、じ

ゃ、ほんまに財政再建の一歩目なんかと言ったら、そうじゃないようにも思う。実際、今回、

議案提出していただいて、当初予算を見ても、去年とさほど変わらないというか、支出が増

えた部分も保健福祉の部分かな、商工観光の部分かな、あってくるかと思うんですよ。まだ

議案が通ってないんであれですけれども、空き家の整理に対して、１０万円やったやつが

３０万円になったりとかというふうな予算案を組まれていましたけれども、その支出を補う

のかどうかというところなのか何なのかは、僕はその町長の意思表示やと言わはるんやけど、

町長の中にしかないんやろうなと、今、答弁を聞いて思っています。 

  もっとお金を埋める事業なのか、今、現行行われている事業の見直しで、例えば町長の報

酬分なら安易に取れるのか、税収を増やせるのか、町の財源確保ができるような事業はある

のかないのかとか、そういうことが検討されて、もうとにかく一丁目一番地が俺の給料をカ

ットすることやというふうに流れていくようなことが説明されないと、端的に今、親方の懐

をちょっと小ちゃするから、みんな、これから起こることを期待しててなみたいな話になっ

てくると思うんですよ。１つの事業をするのに関連性がイメージできひんというのは、僕は

行政の仕事としていかがなものかと思うところがあるんですよ。１個やったら、２個も３個

もひもづいて、こういうふうな円形で考えれんのやとか、トータルでこういうところを目指

しているから一丁目一番地がこれやねんと、そういうふうに説明してもらわないと、１個

１個の事業は点でしかないんですよ。 

  分かるんですよ、町長が危機感を感じていることも分かる。だから一番初めに、俺が腹を
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切んのやみたいな話は分かるんですけれども、それにひもづいて、町はどうなっていくのか

ということを、やっぱり今、話せないと、僕は信憑性に欠けると思うんですよ。その辺につ

いて、どういうふうに考えてこの議案を出されたのか。僕、金を下げることが町長のパフォ

ーマンス、上がるとは思ってないんですよ。その分、働いていただければ、価値を上げてい

ただければ、そのお金は生きたお金になると思うんですよ。お金を下げることが町長のすば

らしい仕事では僕はないと思っている。意思は分かります。それがどう成果に反映するかを

説明できひんのやったら、この議案をなぜ出したかと僕は思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えいたします。 

  実際問題、財政的に非常に苦しい局面に入ってきた。その原因を分析してくださいという

ことで財政ともお話をしてきたわけですが、１つは公債費、要するに借金の返済が非常に増

えてきたということが１点ございます。 

  それから、電算化の影響で非常に多くの税金がそこに投入されている。もちろん補助金、

交付金などもあるわけでございますが、町の持ち出しも非常に大きいと。特にランニングコ

ストをどうやって抑えていくのかというようなこともございます。いろんなところで全職員

が支出、歳出を抑えるための努力をしていただかないと、このままでは財政的に非常に厳し

いという状態になります。当然その中には物件費、いろんなところでお金を使っているわけ

ですが、その物件費の見直しもしていかなければならないことです。電算化に対しては、電

算会社との話合いをして、少しでも経費が削減できるような、そういう形を取っていかなけ

ればなりません。ただ、国の方針として、全ての情報を一元管理するということが方向性と

して出されていますので、電算化についてはついて行かざるを得ないという側面もございま

す。 

  また、町の外郭団体でありますとか、例えば中部消防でありますとか東部連合、そうした

ところの町が入っていますいろんな団体の分担金もどんどん増えてきました。その件につい

て、一定やむを得ないとは思いながらも、その財源をどこに求めていくのかということにな

りますと、全ての経費の削減をして捻出していかなければならないと。 

  そのことについて全職員に、まず私が範を見せますよということで、今後あらゆる歳出の

削減を行いつつ、なおかつ有効な財源獲得についての努力をしてほしいということの私の意

思表明でございます。町長としての対面の確保ということも当然考えた上での決断でござい

ます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 
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議長（大倉 博君） ほかに質疑ありませんか。西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  今の議長、どう思われますか、ちゃんと質問に答えていると思いますか。何か坂本氏の質

問にちゃんと答えてないように思うんですけれどもね、何か違う方向にそれているような気

がするんですけれども、どう思われますか。坂本氏が言ったのは、そういう意味で言ったん

ではないと思うんですけどね。 

議長（大倉 博君） 町長、いいですか。 

町長（中 淳志君） ただいまの西議員の御指摘についてでございます。 

  決して、単に私の報酬をカットするということで全て決着がつくというような問題ではご

ざいません。住民のサービスを維持しながら、どのようにして適切な財政再建を進めていく

のかというか、財政を維持していくのかということについての意思表示でございまして、具

体的に水道料金のお話とか出てまいりましたけれども、それについても、まだこれから考え

ていく問題でございます。いろんなところの公共料金の問題もございます、税金の問題もご

ざいますが、まずは削減できるところから、まず削減していく。収入が増やせるようなとこ

ろについては、そのことについての議論を進めていくというところでございまして、そのた

めには全職員の協力が必要やということでございます。全職員、全庁挙げての削減計画をこ

れから策定していきたいというふうに決意しておるところでございます。以上です。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  町長にお聞きをしたいんですけれども、様々な経費を削減していかないといけないという

面があると。財政難の中でそういう面があり、全職員に協力もしていただかなければいけな

い中で、まず意思表示であるということを言われました。 

  そうしますと、例えばですけれども、職員の給与カットも想定をされているのかとか、や

はり単純に考えますと、そういうふうにも聞こえる面があるわけです。そのあたりについて

そうではないと。あくまで職員の給与というものは手はつけないというところなのかとか、

そのあたりの考え方ですね。経費といいますと、そういう面も含むんではないかと。私自身

は、職員の給与というのは人事院の勧告に基づき、またいろんな経済の水準であったり考慮

されて決まっていますから、もし、手をつけられるということであれば、そういう意思が含

まれるのであれば、この条例に賛成をしかねる一つの基準でもありますので、どういうこと

に、そういう想定もあるのか。いや、そうじゃなくて、あくまでも財政再建という全体の中
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で、今後、経費の能率的な、効率的な削減という視点で、まず意思を示すということなのか。 

  もう一つは住民の、先ほど坂本議員からも出ましたけれども、水道料金の引上げであった

り、そういうことも財政再建の歳入の面での増加という面として、また歳出の面で行けば、

様々な福祉サービスを切り下げるというのも財政再建の１つになってくるわけですけれども、

そういうことも想定をされているのか。あくまで、今回はどのあたりに視点があって、どう

いう意味でこういう削減をされるのか。その中身の方向性、今、考えておられることについ

て考えをお示しいただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  ただいまの向出議員の御質問でございます。 

  現時点ではという限定ではございますが、職員の給与を引き下げるということは考えてお

りません。ラスパイレス指数が大変低いということも承知しております。 

  それから、住民サービスを下げるのかというお話についてですが、これは一定維持してい

きたいというところの中で、財源について、どのような形で確保できるのかというのを職員

全体で考えてほしいということでございます。 

  公共料金の引上げにつきましては、これはまだ検討中の課題でございまして、本来、水道

の企業会計化ということが３年後に迫っておる中で、どのような水道料金の体系化にしてい

くのかというのは今後の課題だとは認識しておりますが、今直ちに引上げを行うという予定

はございません。以上でございます。 

議長（大倉 博君） ほかの方、質疑はありませんか。松本議員。 

２番（松本俊清君） 今、これを審議をしているんですけれども、これ報酬等審議会、開かれ

たんですか。提出されたときは、どうなんですか。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの松本議員の御質問です。 

  報酬等審議会の開催をしたかということですが、開いてはおりません。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） この規約にも載っているんですけれども、なぜ開かれなかったんですか、

その理由は何ですか、もう少し詳しく言うてください。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの松本議員の御質問です。 
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  今回の条例に関しましては、条例の削減につきましては、町長からの申出ということでの

内容でございますので、報酬等審議会を開いていないというところでございます。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） 今の答弁ですけれども、町長からのあれですか、それを審議会にもかけ

んと、この規約を変えるということになっているんですね。今はカットですよ、100分の10

ですね。反対の場合はどうするんですか。もし、今は下げる、審議会もしない。もし、それ

がアップで今の給料を上げてくれという形も審議会なしに、この条例、変えるんですか、ど

うなんですか。なぜされなかったのか。10名おられる委員の方の意見も無視してやられるん

ですか、どうなんですか。余りにも無謀過ぎるんじゃないですか。笠置町は町長の言いなり

ですか。どういうつもりでここへ出されたんか、もう少しはっきり説明してください。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの松本議員の御質問です。 

  今回につきましては、先ほども回答させていただきましたが、今回の町長の申出というこ

とでの特例に関する、特例ということでの条例を提案させていただいております。 

  また、全体といいますか、本則、町長の給与の金額を引き下げる、引き上げるであった場

合については報酬等審議会を開かせていただいて、その中で答申をいただくという形になっ

ております。 

議長（大倉 博君） 同一議案について３回までですので。向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  私の認識では、基本的な給与を下げる場合については審議会を通さなければいけなくて、

ただ、一時的な削減については必ずしも通さなくても構わないと、そういうことだと思うん

ですが、そのあたりを制度論的にきちっと説明いただければ分かりやすいのではないかなと

思いますので、規約上であったりとかも含めまして、きちっと制度的に説明いただけたらと

思います。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの向出議員の御質問です。 

  議員おっしゃるとおり、もともと給料そのもの自体の金額を下げたり上げたりする場合に

ついては報酬等審議会を開かせていただいて、その御意見を伺うことになっております。 

  それから、今回については町長の申出であり、期間、そのもともとの給料というのは変わ

らないということもあって、報酬等審議会というものを開いておらないということでござい
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ます。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  この町長の報酬の減額について、大きな流れがもう話として決まっているということです

か、それの一番最初のこととして報酬を減額する。この後、来年度ずっといろんなことが検

討されていくのは、もう決まったことなんですか。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの西議員の御質問にお答えいたします。 

  いろんなことが決まっておるのかということでございますが、頭の中にはいろんなプラン

もあり、また職員からの提案もございます。具体的にどうしていくのかということについて

は、まだ検討段階でございますが、一定、やっていかんといけないことということについて

は考えておるところで、いずれにしても財政の再建といいますか、適正化については最大限

の努力をしていきたいということでございます。よろしく御理解いただきたいと思います。

以上です。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  職員というか、役場全体で認識が共有できているのか、それとも取りあえずやりたいんで

給料を下げますということなんですか。何かそんなふうに聞こえるんですけれども、職員、

役場の中で何かそういう方針が共通認識として持たれているんでしょうか。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） 財政的に大変だということは、総務財政課の中で言われていることです

し、ほかにもいろんな補助金や負担金が増えておるというところで、その辺のことは職員の

方々もはっきりと認識して理解していただいているというふうに私は感じております。以上

でございます。 

議長（大倉 博君） 他に質疑はありませんか。坂本議員、もう３回終わっていますので、同

一議題で３回ですので。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

（「動議」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 何の動議ですか。 
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（「休憩動議」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 休憩動議。 

  今、休憩動議を出されましたけれども、賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員ですね。この動議は賛成者がありますので成立しました。 

  休憩の動議を議題として採決します。この採決は起立によって行います。この動議のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、休憩することの動議は可決されました。 

  これより暫時休憩します。 

   休  憩   午前１０時１６分 

   再  開   午前１１時１０分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

  ただいま全員協議会で、先ほどの議論をやりましたけれども、町長にもう少し具体的なこ

とを答弁してほしいということがありましたので、町長、答弁願います。 

町長（中 淳志君） 失礼いたします。 

  私の給与カットに関する条例の提案の具体的理由をということなんですが、１つは、カッ

トした金額で特定の何かの事業をしようということではございません。私の公約であります

防災、それから商工観光を含む観光業の新たな展開を目指すための財源、それを確保しない

といけません。さらには少子・高齢化に対応して、例えば子育て支援でありますとか、空き

家対策を進めていく必要がございます。この空き家対策は、直ちに小学校の複々式化の話に

も結びついていくことでございます。福祉に関しましては、一定の給付水準を維持した上で

の歳出削減ということをやっていかなければならないと。これは全庁、全職員が知恵を出し

ていただいて、今後、歳出削減に臨んでいただく、一層の歳出削減を目指すということにな

るかと思います。 

  具体的にどういうことをやるかということになってきますと、それは非常に多岐の部分に

わたることでございまして、先ほども申しましたように電算化の問題、それから公用車の問

題、消耗品の問題、いろいろあるかと思います。そういうことを含めてでの財政の健全化と

いうものを配慮していかんといかんと、そのことに対する私の決意の表明です。何らかの形

で職員に提案していただく、そうした組織というものを考えていかなければいけないかなと
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は思っていますが、今後も引き続いての笠置町の住民の皆さんの福祉というものを考えなが

ら、安心・安全のまちづくりというものを進めていかなければいけない。そのための財源を

確保するための決意表明というふうに受け止めていただいてよいかと思います。よろしく御

審議をお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 質疑はありませんか。西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  意思表示、結構やと思います。先ほども言いましたが、ならば職員なり役場の中に対して

意思表示、訓示なりなんなりでされたかどうかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 中町長。 

町長（中 淳志君） 全職員の訓示という形では行っておりません。本年度の予算の策定に当

たってというところで、その予算の策定方針というものは示させていただいております。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 他に質疑ありませんか。松本議員。 

２番（松本俊清君） 今、町長、報告されたんですけれども、私、先ほど質問したことに対し

て、なぜ、この審議会を通さなくしてこれを提出されたかということを私は聞いているんで

すよ、じゃなかったですか。何も経費どうこうという問題ないでしょう。町例規集に載って

いることにのっとって事を進められれば私は何も言いませんよ。なぜ、開かれなかったのか、

そういう答弁についてどうなんですか、行政として。そういう責任はどこが取るんですか。

その点に関して一向に返答がないじゃないですか、町長の先ほどの答弁では。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの松本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  なぜ報酬等審議会を開いてないかということなんですが、今回、先ほども回答させていた

だいたんですが、町長からの申出によってのことでの特例の内容であるということで、例規

集の１０１１ページのほうに、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例という

ものがございます。その中で第３条中に特別職の職員の給料月額等がそれぞれ示されておる

わけですけれども、その金額等を上げたり下げたりする場合について報酬等審議会を開かせ

ていただいて答申をいただくということでございます。今回につきましては、あくまでも町

長からの申出であり、その基の給料６７万円というものは変わらず、一定期間の間だけ１割

削減ということですので、報酬等審議会を開いてないということでございます。 

議長（大倉 博君） 他に質疑はありませんか。 
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（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論ありませんか。まず、原案に反対者の発言を許します。坂

本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  町長の意思表示ということで、今回この議案提出されましたが、必要経費が増えたから、

自分の身を切ることが一丁目一番地だという思いは理解できるかできないかというと、僕は

今んとこ理解できませんでした。身を切る改革の意味合いが、今の笠置にとっては違うので

はないかなと。そういう施策がある中で、一丁目一番地がこれだとおっしゃられるなら、ま

だ理解ができたのかもしれません。「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画な

き者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に、夢なき者に成功なし」、この思いをもって

反対討論とさせていただきます。 

議長（大倉 博君） 次に、原案に賛成の発言を許します。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで討論を終わります。 

  これから議案第２号、特別職の職員で常勤の者の給与の額の特例に関する条例一部改正の

件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第２号、特別職の職員で常勤の者

の給与の額の特例に関する条例一部改正の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立少数です。したがって、議案第２号、特別職の職員で常勤の者の給

与の額の特例に関する条例一部改正の件は否決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第６、議案第３号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件を

議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第３号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件について提案理由を申し上げま

す。 

  人事院規則が、既に支給された通勤手当について、離職等により返納させることができる
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よう改正されたことに伴い、当町の条例の通勤手当に係る部分を改正するものです。施行は

令和３年４月１日からです。御承認いただきますようお願いいたします。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第３号、笠置町職員の給与に関する条例一部改

正の件について御説明させていただきます。 

  令和２年に通勤手当に係る人事院規則の一部が改正され施行されましたので、当町の関係

する箇所の改正と文言整理をするものでございます。 

  なお、精査条例に基づき促音等については改めたものを表記しておりますのでご了承くだ

さい。 

  それでは、議案第３号、５ページをお願いいたします。 

  新旧対照表の５ページ、通勤手当に関わる第１３条の全文を改正しております。これにつ

きましては、現行では、出勤した職員については出勤日数に関わらず通勤手当を全額支給し

ておりましたが、月の途中での退職や死亡、また休職等の事由により通勤しない場合につい

て、日割りにより通勤手当を返納させるものでございます。併せて項や号の整理を準則に従

い整理をさせていただいております。 

  続きまして、新旧対照表８ページでございます。よろしくお願いいたします。 

  第１５条の給与の減額に関わる部分でございます。この部分につきましては、勤務時間の

割り振りをしている職員の取扱いについて明文したものでございまして、運用については現

行どおりとなっております。 

  また、９ページからの第１６条につきましては、時間外勤務手当について、これにつきま

しては第１５条同様に勤務時間の割り振りをしている職員の取扱いについて明文化したもの

で、運用については変更ございません。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで討論を終わります。 

  これから議案第３号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件を採決します。この採
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決は起立によって行います。議案第３号、笠置町職員の給与に関する条例一部改正の件は、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第３号、笠置町職員の給与に関する条

例一部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第７、議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例制定の

件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例制定の件について提案理由を申し上

げます。 

  特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に

従事した職員に対し、その業務に応じて支給されるものですが、当町の給与に関する条例第

１４条において、特殊勤務手当について規定をしているものの、対象となる業務等について

の定めがございませんでした。新型コロナウイルス感染症等、感染症への対応や、行路死亡

人の取扱い、動物の死体処理等、特殊勤務手当の支給に該当する業務であるため、給与条例

第１４条の規定により条例を制定するものでございます。施行は令和３年４月１日からです。

御承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に関する条

例制定の件について説明をさせていただきます。 

  人事院規則により特殊勤務手当につきましては、「著しく危険、不快、不健康又は困難な

勤務その他著しく特殊な勤務に従事した職員に対し、その業務に応じて支給されるもの」と

規定されており、地方公務員法により、「支給に当たっては条例で定めるもの」と規定され

ております。 

  当町の給与条例第１４条により支給できるものと規定をしておりますが、個別の条例は作

成しておらず、特殊勤務手当については支給しておりませんでしたが、昨年来の新型コロナ

ウイルス感染症の対策により消毒作業等に従事する事案が起こった場合でも、手当の支給は

できない状況でございました。近隣自治体との均衡もあり、当町としても条例を制定し支給
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を可能としたものでございます。 

  議案を見ていただきまして、第２条におきましては、支給する手当の種類を規定しており

ます。 

  また第３条から第５条につきましては、それぞれ対象とする事項について規定をしており

ます。 

  それから、第６条で規定する手当の額につきましては、近隣自治体や京都府を参考といた

しております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  第８条で特殊勤務手当の支給範囲というのを別に定めるということになっていると思うん

ですけれども、どういうふうに定められているのかお聞かせ願えますか。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの由本議員の御質問です。 

  支給範囲等につきましては、改めて規則のほうで定めさせていただくということでござい

ます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  この条例も職員の給与に関する条例の第１４条がほったらかしにされていたということで、

この条例を作成されていると思うんですね。今回この条例を作成されて、この第８条で別に

定めるということになっているのに、これを定めていないというのはいかがなものかと思う

んですけれども、どうですか。 

  それで、特殊勤務手当の種類、第２条なんですが、これはどうやって、こういう洗い出し

をされたのかなんです。１つ疑問に思っているのは、笠置町には火葬場があるわけですよね。

火葬場は税住民課のほうが所管をされておりますが、もし、この火葬場に従事するような人

があった場合、これはこういう特殊手当に値するものだと思うんですけれども、そのあたり

どのようにお考えかお聞かせ願いたいと思います。 

議長（大倉 博君） 職員力向上担当参事兼税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  由本議員御質問にお答えさせていただきます。 
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  この第２条の種類といたしました３項目につきましては、第１号につきましては、先ほど

町長の説明にもありましたように、新型コロナウイルス等感染症の防疫作業に従事する事案

が起こったとしても、うちのほうでは手当を支給するということができないということがあ

りましたので上げさせていただきました。 

  第２号、第３号につきましては、近隣また人事院規則等も参考にしながら、うちのほうで

対象となるものに該当してくるということで上げさせていただいております。今御指摘いた

だきました火葬場の勤務についてですが、おっしゃるとおり危険であったり不健康であった

りという、この勤務の対象となる事案であると思われます。今回上げておりませんでしたの

は申し訳ないです。事例として今現在、火葬場自体の運用といいますか、稼働しておりませ

んでしたもので、ちょっと漏れておるというか、対象としていなかったところでございます。

ちょっと今後の検討課題とさせていただきたいと思います。申し訳ありません。 

  それから、第８条につきましては、支給方法というものは、その前の支給期日といたしま

して記載はさせていただいておりますが、給与の支給方法と併せて行うということで、方法

については規則で、この条例が議決されたら決裁をいただきたいと思っております。 

  支給の範囲といたしましては、第３条から第５条にそれぞれ業務の中身は上げさせていた

だいております。これ以上の具体内容ということは、ちょっと規則のほうで同じような内容

になるかとは思いますが、作成次第、また議会のほうに資料提供させていただきたいと思い

ますので、御了解いただきたいと思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  笠置町の火葬場の条例があるわけですね。これはもう当町の住民である方は、そういうこ

とで使用ができるということになっておると思うんです。ですから、それに従事する方は、

動物の死体処理でもかなり特殊な勤務だと思うんですね。また、この御遺体をまた火葬にす

るというこういう作業は、かなり特殊的なものだと思うんですけれども、また火葬場に関し

ましては一般質問等でも行いたいと思いますが、そのあたり、本当に現段階これに加えない

ということでよろしいんですかね。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  火葬場に勤務、火葬に従事する職員につきましても、加える方向で検討させていただきた
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いと思います。今現在、運用はされていないものの、稼働されていないものの、条例として

も存在しておりますし、この第２条のほうに加えていく方向で検討させていただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

議長（大倉 博君） 杉岡議員。 

４番（杉岡義信君） ４番、杉岡でございます。 

  この条例は、コロナが出たから職員がそれに充当する関係上、特殊のこれでつくったとい

うあれがあるんですけれども、それがなかったら、この条例はつくらないということですか。

私が思ったのは、こういう条例はもう前からあるなという勘違いを今しました。というのは、

建設産業課のそういう担当が、動物の死体等の処理作業、これは常にやっているんですよ。

やっているにもかかわらず、こういうことがなかったということを初めて、ああ、気の毒や

な、あれだけのことをしとっても何もなかったんかいなという思いを今持ちました。 

  そういうことで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、こういうことがなかったら、こ

れはつくらないということで、そういう理解でよろしかったんですか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  杉岡議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  特殊勤務手当につきましては、説明しましたとおり条例には規定をしていたものの、具体

の内容については規定しておりませんでした。放置されていたと思われても仕方がないかも

しれませんが、職員のほうでは業務の一環としてやっておりましたもので、そこらは条例で

規定していないというところで、申し訳なかったとは思っております。 

  ただ、特殊勤務手当につきましては、今回のコロナが出る以前から、ないことに関しまし

ては内部での検討をしておりました。確かにきっかけとなったのは、この新型コロナウイル

スの感染症等にありますけれども、それ以外の感染症につきましても、以前から感染症が発

生した場合の対応として何も手だてがないというのも近隣と均衡がとれない、職員の中でも

不安視しているところもございましたので、きっかけとなったのは、この新型コロナウイル

スの感染症ではございますが、検討としては以前から支給については進めていたところでご

ざいます。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  この条例、できることは喜ばしいと思うんですが、昨年の梅雨とか夏、雨増えていますよ
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ね。職員が土砂を上げに行ったりとか、応急的な作業とか、奥地区から切山のほうへ抜けて

いく道でも、バックホーに乗って作業をしていたとかという話もあったかと思うんですけれ

ども、そういうことは危険やとは考えてないんですかね。僕、たまたま家族で飛鳥路の川の

ほうへ遊びに行く途中やったんですけれども、職員が休日出ていて、みんなでかなり深い穴

の中に入っていると。危ないなという話はそのときもしていて、そういう危険状況というの

は、もう今の時点でどれぐらい把握されているのか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 坂本議員の御質問にお答えさせ

ていただきます。 

  危険な作業と今おっしゃったところも、危険な作業の部類かとは思いますが、今、出させ

ていただきましたのは人事院規則の中に規定されており、また近隣との均衡を保つために、

どのような手当が必要になってくるかというところでさせていただきました。高所作業手当

とかというところもお支払いされているところもありますけれども、そちらについては消防

職員を抱えておられるところであったりということになっておりましたので、重機を使用し

て職員がした分につきましては、申し訳ありませんが、ちょっと対象となっていないと判断

させていただきました。確かに建設産業課であったり防災のほうであったり、危険な作業と

いうものはつきものになってきているところもございますが、災害時等、対応していただい

ている部分につきましては、この特殊勤務手当というところに該当といいますか、対象とな

らないかなという判断をさせていただきました。 

  建設産業課、それから防災関係、緊急時の対応につきましては、現行どおり業務の一環と

いう対応になるのかなと考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  課長、おっしゃることはよく分かると。該当しないと。近隣の町村にそういうところはあ

まりないと。端的に言うと、笠置町は笠置町やし、笠置町に必要な条例はつくればいいし、

必要なもの、支払いがあるんやったら出さなあかんと思うんですよ。だから近隣にないから

じゃなくて、笠置からやればいいじゃないですか。だから、職員を守るというのは町長の中

の公約にもあったかと思っているんですけれども、その作業状況を見たときに、ほんまにけ

がせえへんのか。例えば応急的に業者さんに頼んだらかかる経費があると。でも、職員で賄

えたらこんだけで済むというロジックはつくれるはずじゃないですか、理論は。だから、よ
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そがやってないからやらないじゃなくて、うちやからやる。河川、木津川があって、枝の川

があって、氾濫する可能性は山ほどある中で、それでも職員は身を削っていかなあかんのか

と。その辺はやっぱり考えてね、笠置町だからこそつくらないといけないものはつくらない

といけないと。そこは真剣に考えていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問というか、御指摘ありがとうございます。 

  先ほど由本議員からもありました火葬場のこともありますので、前向きにちょっと検討さ

せていただきたいと思います。職員のほうからは、多分、望む声も出てくるかと思いますの

で、前向きに検討させていただきます。 

議長（大倉 博君） 杉岡議員。 

４番（杉岡義信君） ４番、杉岡でございます。 

  議長、しっかり大きな目で、どの人がどういう手を挙げるとか、しっかり見ておいてくだ

さい。中途半端なことをしていたら、そんなことじゃ困りますよ。 

  それでは、再度質問させていただきます。 

  第８条、これ由本議員から先ほど質問されたわけでございますけれども、もうちょっと具

体的な答弁をしてほしいなと。「特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他必要な事項は、

町長が別に定める」、別に定めるは、どういうふうに定めてあるんですか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  杉岡議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  第８条におきましては、規則で定めることを考えております。今まだ出来上がったもので

はございませんが、条例が可決されたら、具体的な内容について決めていくことと思ってお

ります。 

  支給の範囲につきましては、既に第３条から第５条、対象となる内容について記載してお

ります。それから支給方法につきましては、第７条で支給期日は記載していますが、これを

どのように給料と合わせて、本来は給料の支給日に支給したいというふうには考えておりま

すが、事例の数等も考えまして、例えば１か月まとめて翌月払いにする。それから３か月な

り１年間まとめて年払いにする。そういうところを、ちょっとこれから検討させてもらって

決めていきたいと思っております。範囲というのは、一応、今言いましたように、第３条か
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らしておりますが、出た人数等によって第５条でしたら規定したりしておりますので、そこ

らの大きな範囲としては、この本則で決めておりますが、具体的と言いましたら、具体的と

いうのがどういうものかと言われると、これにまだ枝分かれして、どういう時間に出たもの

であるとか、時間外勤務との整合といいますか、調整であるとかというところを規則の中で

記載したいと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 杉岡議員。 

４番（杉岡義信君） ４番、杉岡でございます。 

  今、課長が第５条のちょっと説明されたと思うんですけれども、作業に従事した職員数が

２名以上ある場合は、この下に書かれている手当を２分の１にするのか、３人の場合は３分

の１にするのか、そういうふうに理解してよろしいですか。 

  それと、職員はそういう形の中でよろしいんですけれども、ほかに職員でない人がお手伝

いするときは、それは除外であって、何のこともないということでよろしいですか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  杉岡議員の御質問、お答えさせていただきます。 

  第５条の第２項におきましては、動物の死体等の処理作業手当のものを記載しているんで

すけれども、おっしゃっていただきましたとおり、２人従事した場合は、これを２分の１、

３人の場合は３分の１、その人数で割って分けるということになります。別途、下の表に

１回というふうにありますのは、出た職員数に１人ずつになるんですけれども、第４番目の

１匹というふうに記載しておりますものは、それの１匹を処理するための費用にかかるもの

でございますので人数で割るというふうに考えております。 

  それから、これは職員の特殊勤務の手当の条例でございますので、職員以外の方が従事し

た場合につきましては想定していないというところで御理解いただきたいと思います。以上

です。 

議長（大倉 博君） 杉岡議員。 

４番（杉岡義信君） ４番、杉岡でございます。 

  この３００円という金額、ここに書いてあるんですけれども、３人いたら１００円、余り

にもちょっと低過ぎると思うんです。これからも、去年の暮れから今年ですか、長野県から

始まって、もう中国地方のあの辺まで行っているという豚コレラ、豚コレラでもうこの辺で

もイノシシ、かなり死んでいました。それで職員の方が、私らも含めた中で処理されに行っ
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ていると思います。そしてまたしてもらいました。そういう中で、偶然にもコロナと重なっ

たときにこういう手当があったけれども、それがなかったら、なかったということですね。

これはほんまに気の毒な話なんです。だから１人、３人いたら１００円、そういう形じゃな

しに、この金額はもうちょっと見直すということはできないんですか。できたら見直してや

ってください。そういうことで私の質問は終わります。ありがとうございました。 

議長（大倉 博君） 答弁はいいんですか。税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  杉岡議員、御質問いただきました件でございますが、この条例、可決いただいた後、また

検討させていただきたいと思っております。この金額につきましては、京都府であったりと

か、それから人事院のほうで運用として出ているものなどを参考にして決めさせていただい

たものでございますので、笠置町独自の金額設定はできるだろうというものの、あまりにか

け離れた金額というのは、ちょっと難しいかなとは思いますが、先ほどの他の勤務手当のこ

ともありますので、その中の１つとして検討は進めさせていただきたいと思います。以上で

す。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  今の杉岡議員の流れですけれども、例えばイノシシ３００円、イタチも３００円みたいな

話ですよね。それは余りにも労働的に全然違うじゃないですか。その辺はやっぱりちゃんと、

この町でつくらなあかんと思うんですよ。近隣、確かに京都府、指針はあると思うんですよ。

あると思うが、それこそ年間、何頭死んでいるからどうやとか、その辺まで説明いただける

んであれば理解できることもあると思うねんけど、先にこの条例だけ、この表で見ると１匹

当たり幾ら、これはなかなかイメージがわきにくい。オスの大きい鹿で、すごい重たいのに

３００円で、片手で持てるイタチが３００円でと。これはちょっと難しいですよね。そこら

辺をちゃんと整理して、それこそ別表をつくってもらって印字するのか、追加の書類をつく

るのか、資料をつくるのか、そこまで考えて条例をつくってきていただきたいなと思うんで

すよ。それこそ財源がないというんやったら、先ほど町長、残念ながら否決はされましたけ

れども、そういうものに向けたいという話があったりとか、そういう、どの政策のためにこ

うしたいああしたいというものがひもづいてこないわけですよ。だから端的に簡単な質問で

終われない。何のためにがやっぱり見えにくいんですよ。 

  今、どんな現状を笠置町が抱えているのかということを、もうちょっと課内でも、町全体
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でも、課長の会議の中でも真剣に議論をした上でもっと精査しないと、よそがつくっている

からやってる、前例踏襲のもう公務員の時代はやめないと、僕らはずっと先へ行っているん

ですよ、人口減少自治体としては。だから政策も自分たちでやっぱり考えないといけない時

期に絶対に入っていると思うんですよ。それをその各課単独で考えるんじゃなくて、みんな

の問題として自分ごとにしていただいて、こういう条例に反映していく、そういうまちづく

りを、ぜひとも笠置町の行政職員には心がけていただきたいと切に思いますが、いかがお考

えでしょうか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  御質問というより、エールを送っていただいたというふうに考えております。確かに笠置

町の現状として合わないものは変えていかないといけませんし、先ほど杉岡議員、由本議員

からも御指摘いただいたように、全庁的に検討することが必要だったと思っております。 

  具体的に、今後運用する場合に当たりまして、そこらの詳細について検討させて、入れさ

せていただきたいと思います。先ほども答弁させていただきましたが、具体的な規則等がで

きましたら、また議会の議員さんのほうにも資料として情報提供させていただきたいと思っ

ておりますので、御了解いただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 他に質疑ありませんか。 

  向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  危険な業務ということなので、例えば、さすがにこれは職員にさせるわけにはいかないと

か、そういう程度によっての基準であるとか、そういうものがあるのかということと、あと、

これはあくまで手当ということなんですが、もし感染症の関係ですから、そういう感染症に

かかった場合については、別途保険なり、危険なことが起きたり、けがをしたりした場合に

ついては、保険の適用のところもきちんと検討されているのか、そのあたり答弁を求めたい

と思います。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  もちろん、職員で手に負えない事案というのは多々出てくるかと思います。防疫作業につ
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きましても、業者が入らないといけないところは、業者さんのほうに委託するという形で進

める、そこは担当課のほうで検討をしていただきたいと思っております。 

  それから、保険の適用の分につきましては、作業時に起こったものにつきましては、公務

災害のほうで対応できることとなりますので、そちらのほうは公務災害基金のほうと調整さ

せていただく内容と思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例制定の件を採決します。こ

の採決は起立によって行います。議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に関する条例制定

の件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第４号、笠置町職員の特殊勤務手当に

関する条例制定の件は、原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

休  憩   午前１１時５８分 

再  開   午後 １時００分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第８、議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等

徴収条例を廃止する条例の件から、日程第１０、議案第７号、笠置町高度情報ネットワーク

整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の件を一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第５号から議案第７号について提案理由の御説明をいたします。 

  議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止する条例の件、

議案第６号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例を廃止する条例の件及び

議案第７号、笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃
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止する条例の件について、一括して提案理由を御説明申し上げます。 

  笠置町高度情報ネットワーク施設につきましては、令和２年度末をもって事業廃止し、民

間事業者へ譲渡するため、その関連条例について廃止するものでございます。御審議いただ

き、御承認いただきますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  それでは、議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止す

る条例の件につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の２枚目をお願いいたします。朗読させていただきます。 

  笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止する条例。 

  笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例（平成２１年条例第１８号）は、

廃止する。 

  附則、この条例は、令和３年４月１日から施行するとするものでございます。 

  次の２ページから、参考といたしまして現行の条例をつけさせていただいております。 

  この条例は、高度情報ネットワークに新しく加入しようとする者からの加入分担金及び宅

内標準工事費の徴収に関し必要な事項を定めておりますが、先ほど町長の提案理由にもござ

いましたとおり、令和２年度末をもって事業廃止することから本条例を廃止するものでござ

います。 

  引き続き、議案第６号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例を廃止する

条例の件につきまして御説明申し上げます。 

  こちらも議案書の２枚目をお願いいたします。同じく朗読させていただきます。 

  笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例を廃止する条例。 

  笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例（平成２２年条例第１号）は、廃止

する。 

  附則、この条例は、令和３年４月１日から施行するとするものでございます。 

  こちらも次の２ページに、参考といたしまして現行条例をつけさせていただいております。 

  現在設置しておりますます高度情報ネットワークの施設は第２条のとおりでございますが、

令和２年度末の事業廃止及びこれらの施設を民間業者へ譲渡するため、本条例を廃止するも

のでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 次に、総務財政課長。 
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総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、私の方からは議案第７号、笠置町高度情報ネットワ

ーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の件について説明をさせて

いただきます。 

  議案第７号の２ページ目を御覧ください。朗読させていただきます。 

  笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例。 

  笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成２１年条

例第２３号）は、廃止する。 

  附則、この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  ２ページにつきましては、現行の条例を参考としてつけさせていただいております。 

  これにつきましても、町長の説明にもありましたように、令和２年度末をもって町が所有

する通信設備及び関連機器を民間業者へ譲渡することにより、基金の役目を終えるため廃止

するものでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑についても一括で行いますので、質疑が

ある方は、先に議案番号を述べてください。質疑はありませんか。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  議案第５号の２ページ、免除の部分ですね、第３条第１項「生活保護世帯に該当する者に

ついては、加入分担金を全額免除する」というふうにありますが、これの対応策とかという

のは、民間移行しても、今、検討されているのか。それとも、もうないものとなるのかお聞

きしたいです。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  加入分担金につきましては、あくまで町が町の事業として行っていた場合、今後の施設整

備等に備えて負担をしていただくといった性質のものでございますが、民間移行した後につ

きましては、この加入分担金に該当する費用というものは発生いたしませんので、その分に

つきましては特段、手だてというものは考えておりません。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  来年度の当初予算の基本方針の中で、オール笠置だったりとか、誰も取りこぼさないみた
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いな文言が結構使われているかと思うんですが、その中でこの住民サービスがなくなるとい

う、今、理解になるんですけれども、それでいいんですかね、住民サービスの低下にはなら

へんのやろか。生活保護者はテレビを見れない、そういうふうなことにならないのかな、お

聞きします。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  今回の条例廃止案につきましては、あくまで加入分担金というもので、民間移行後は、こ

のような費用はないということでございました。ただ、４月以降、テレビの利用料につきま

しては毎月発生してまいります。それにつきましては、今現在は高度情報ネットワークの約

款のほうで生活保護世帯につきましては免除させていただくといった措置を取らせていただ

いております。これにつきましても、当初予算のほうで御審議をお願いするところでござい

ますが、引き続き同様の施策といったもので免除等をさせていただきたいというふうに予定

をさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。 

  田中議員。 

６番（田中良三君） ６番、田中です。 

  議案第７号の笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を

廃止する条例の件で、２ページの第２条の「一般会計歳入歳出予算で定める額」、「基金の

運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てる」とあり

ますが、この基金は残高はあるんですか。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの田中議員の御質問です。 

  高度情報ネットワーク整備基金につきましては、現在残高はございます。ちょっと金額に

ついては手持ち資料がございませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 他に質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  議案の順に討論、採決を行います。 

  まず、議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止する条
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例の件の討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止する

条例の件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第５号、笠置町高度情報ネ

ットワーク施設加入分担金等徴収条例を廃止する条例の件は、原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第５号、笠置町高度情報ネットワーク

施設加入分担金等徴収条例を廃止する条例の件は、原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第６号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例を廃止する条

例の件の討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第６号、笠置町高度情報ネットワーク施設の設置に関する条例を廃止する条

例の件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第６号、笠置町高度情報ネッ

トワーク施設の設置に関する条例を廃止する条例の件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第６号、笠置町高度情報ネットワーク

施設の設置に関する条例を廃止する条例の件は、原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第７号、笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関す

る条例を廃止する条例の件の討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第７号、笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関す

る条例を廃止する条例の件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第７号、

笠置町高度情報ネットワーク整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の

件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 
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議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第７号、笠置町高度情報ネットワーク

整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の件は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１１、議案第８号、笠置町国民健康保険条例一部改正の件を議題

とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第８号の御説明を申し上げます。 

  議案第８号、笠置町国民健康保険条例一部改正の件について提案理由を申し上げます。 

  令和３年２月１３日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が

施行され、新型コロナウイルス感染症の定義が変更されたため、国民健康保険条例の附則に

ついて改正するものです。施行は公布の日からとなります。御承認いただきますようよろし

くお願いいたします。以上です。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。税住民課担当課長。 

税住民課担当課長（石原千明君） 議案第８号、笠置町国民健康保険条例の一部を改正する条

例について説明させていただきます。 

  新旧対照表２ページを御覧ください。 

  第１６条第２項中「納額告知書」とあるのを「納入通知書」に文言整理させていただいて

おります。 

  続きまして、附則第１項、中段下の「（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」とあるのを、

「（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和

２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。以下同じ）」というふ

うに定義が変更となったものでございます。 

  続きまして、３ページを御覧ください。 

  第２項で、傷病手当金の額を定めたものですが、４行目「就労日数で除した金額」とある

のを「就労日数で除して得た額」に、その２行下の「１０円に切り上げるものとする」とあ

るのを「１０円に切り上げた額」に、中段「１円に切り上げるものとする」を「１円に切り

上げた額」に文言整理をしております。 
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  続きまして、下段、標準報酬月額の３０分の１に相当する金額について、端数があるとき

の表示を追加させていただいております。 

  以上で説明を終わります。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第８号、笠置町国民健康保険条例一部改正の件を採決します。この採決は起

立によって行います。議案第８号、笠置町国民健康保険条例一部改正の件は、原案のとおり

決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第８号、笠置町国民健康保険条例一部

改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１２、議案第９号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件を議

題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼いたします。 

  議案第９号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件について提案理由を申し上げます。 

  令和３年度から国民健康保険税の賦課税率について、医療分に係る資産割を廃止し、所得

割を１００分の４から１００分の３に引き下げ、介護分に係る所得割を１００分の１．２か

ら１００分の２．２に変更するものです。施行は令和３年４月１日からです。御承認いただ

きますようによろしくお願いいたします。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。税住民課担当課長。 

税住民課担当課長（石原千明君） 議案第９号、笠置町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例について説明させていただきます。 

  保険税は、医療分、後期高齢者支援分、介護分の３種類に分かれており、それぞれ所得割

に応じた徴収を行う所得割、保有の資産に応じて徴収を行う資産割、１人当たりに応じて徴
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収を行う均等割額、１世帯当たりに応じて徴収を行う平等割額から構成されております。当

町では医療分にのみ資産割を導入しております。 

  現在、京都府では将来に向けての保険料の統一の話が出ており、具体的にどのように統一

するのかは前向きに検討する段階に来ております。最近の傾向としまして、資産割をなくす

団体が増えていることから、令和３年度から資産割をなくすために提案をさせていただきま

す。 

  こちらは新旧対照表の３ページ、第２条第２項の「資産割額並びに」の削除と、４ページ、

第４条の削除の部分に該当します。 

  続きまして、当町では平成３０年度から３年間、保険税率等を据置きしておりましたが、

来年度の保険税は最も軽減のかかっている方の負担が増えないよう、また全体の保険税額が

抑えられるように試算いたしました。医療分においては、医療費に充てるための納付金に充

てられますが、療養給付費は３年間、少しですが減少しております。これにより所得割率を

下げることが可能であると判断し、医療分の所得割額を「１００分の４．０」から

「１００分の３．０」に下げることを提案いたします。こちらは新旧対照表の４ページ、

１行目の第３条第１項の部分に該当します。 

  続きまして、介護分の説明をします。 

  ４０歳から６５歳までの方から徴収する介護分においては、徴収した金額は、そのまま介

護保険サービスを支援する納付金に充てられ、現在、介護に要する費用は年々急増しており

ます。このため医療分で下げた１．０％を介護分にそのまま上乗せさせていただくことを提

案したのが、４ページ下段の第８条の部分になります。 

  笠置町の１人当たりの保険税調定額は、京都府内で低いほうから２番目となっております。

今後、京都府での保険料の統一を考えると、最も軽減のかかっている保険税がさらに下がっ

てしまうことは避けたいと考えております。 

  なお、これらの内容につきましては、１月２９日に開催いたしました国保の運営協議会で

御審議いただき、了承をいただいております。その他の部分につきましては文言整理でござ

います。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 
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  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第９号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件を採決します。この採決は

起立によって行います。議案第９号、笠置町国民健康保険税条例一部改正の件は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第９号、笠置町国民健康保険税条例一

部改正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１３、議案第１０号、笠置町指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準等を定める条例一部改正の件を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） それでは、議案第１０号、笠置町指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準等を定める条例一部改正の件について提案理由を御説明申し上げます。 

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が

令和３年１月２５日付で公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。施行

日は令和３年４月１日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  議案第１０号、笠置町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める

条例一部改正の件につきまして御説明させていただきます。 

  今回の一部改正につきましては、居宅介護支援事業者のハラスメント対策や感染症対策な

ど、国の基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

  新旧対照表で御説明させていただきますので、６ページを御覧ください。 

  まず、目次の部分でございます。第５章の次に「第６章 雑則」を追加しているものでご

ざいます。 

  第３条第３項につきましては、指定居宅介護支援事業者の根拠法を定義しているところで

ございます。 
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  次のページを御覧ください。 

  第５項につきましては、事業者に対しまして人権擁護、虐待防止に関する体制整備につい

ての記載を追加しているものでございます。 

  同じく第６項につきましては、ケアプラン作成に当たっては、国が公表する介護関連の情

報を活用する努力義務の規定を追加しているものでございます。 

  続きまして、第６条第２項の７ページの下段です。ここの部分つきましては、事業者につ

いては、ケアプランにおける各サービスの割合や提供回数等の説明を利用者に行いなさいと

いう規定を追加しているものでございます。 

  ８ページの下段です。 

  第１５条の第９号の一番最後のところ、「テレビ電話装置その他」のところでございます。

これにつきましては、感染症の感染防止の観点から、テレビ電話などを使用しての会議を行

うことができるという規定を追加しているところでございます。 

  続きまして、１０ページの下段でございます。 

  第１５条の第２０号の２で、新たに追加しているところでございます。ここにつきまして

は、訪問介護が大部分を占めるケアプランにつきましては、その利用の妥当性などを検証す

る仕組みを追加しているところでございます。 

  次に、１２ページの中段です。 

  勤務体制の確保等のところでございます。第２１条の第４項を追加しております。内容に

つきましては、事業者に対して適切なハラスメント対策を求める規定を追加しているところ

でございます。 

  次に、第２１条の２でございます。ここの部分につきましては、災害や感染症が発生した

場合につきましても、必要なサービスが継続して提供できるよう、計画の策定や研修の実施

を義務づける規定を追加しているところでございます。 

  次に、１３ページの第２３条の２でございます。ここの部分につきましては、感染症対策

に関する委員会の設置や指針の整備などの規定を追加しているものでございます。 

  第２４条第２項につきましては、運営規定等の重要な事項については閲覧可能な状態で据

え置くことで掲示に代えることができるという規定を追加しているところでございます。 

  次に、１４ページの第２９条の２、この部分につきましては、虐待の発生等を防止するた

めの委員会の開催、また研修の実施などを義務づける規定を追加しているところでございま

す。 
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  第２９条の２の次に、第６章 雑則を追加しております。その中の第３３条、電磁的記録

等につきましては、事業者におきまして、記録の保存等については電磁的な対応を可能とす

る規定を追加しているところでございます。 

  次に、１５ページ、下段の附則でございます。施行日は令和３年４月１日からとさせてい

ただいております。ただ、第１５条の第２０号の２、１０ページの部分の第２０号の２につ

きましては、令和３年１０月１日からの施行とさせていただいているところでございます。

また第２条につきましては虐待防止に関する規定の経過措置、第３条につきましては、業務

継続計画に関する規定の経過措置といたしまして、令和６年３月３１日までの間は努力義務

とする経過措置を設けているところでございます。 

  そのほかの部分については文言整理等でございます。 

  簡単ですが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  このテレビ電話等で会議ができるという部分があるねんけど、実際にそういうケースって、

何かあったほうがいいみたいなのが出ているのか。それとも、ほかの町村のほうも、そうい

うふうなことをつくったから、これをつくるような流れ。それとも、笠置でもそういうケー

スがもう声が上がっているみたいなところで条例を改正するようになったのか、その辺ちょ

っとお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今回、条例の改正につきましては、国の基準の改正を基に、全て改正しているものでござ

いまして、国の基準にこういった内容が今回入ってきたという流れでございます。ただ、事

業者間同士の連携といいますのは、もう既にテレビ電話等を使いながらやられているケース

もございます。 

  以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  テレビ電話等、結構もうポピュラーに会議としても使われていますし、それこそ家族の面

会であったりとか、いろんな多種多様に使っていけると思うので、町としても、そういう知



４１ 

識とかスキルを身につけて、どういうふうに、プロがやる以外に、町のサービスとして、こ

ういうものが提案できるとか、前向きな条例を使う手段を、また考えていってほしいなと思

います。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御指摘でございます。 

  この間、コロナの関係で、そういった形でいろいろ実際に会わなくても、いわゆるズーム

などを活用した中で連携を取ってやっていっている状況でございます。私もまだまだその辺

の知識は浅いところでございますが、今後、そういったことも増えてくると思いますので、

しっかり勉強した中で進んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第１０号、笠置町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

を定める条例一部改正の件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第１０号、

笠置町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例一部改正の件

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１０号、笠置町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例一部改正の件は、原案のとおり可決され

ました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１４、議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件を議題と

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件について提案理由を御説明申し上げます。 
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  令和３年４月から新たな介護保険事業期間に入ることに伴い、介護保険法第１２９条第

２項及び第３項の規定に基づき、令和３年４月からの３年間の介護保険事業に要する給付費

を算定した結果、保険料の変更をいたしたく改正を行うものです。施行日は令和３年４月

１日でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件について御説明させていただきます。 

  今回の改正につきましては、令和３年度から５年度の３年間の介護給付費の見込額を算出

しまして、算出いたしました見込額に基づき、令和３年度から令和５年度までの介護保険料

を定めるために所要の改正を行うものでございます。 

  事前に、議案第１１号の参考資料という一覧表をお渡しさせていただいているかと思いま

すので、そちらのほうも御覧いただきながら見ていただければと思います。 

  では、議案書の３ページを御覧いただきたいと思います。 

  まず、第８条の本文でございます。「平成３０年度から令和２年度まで」の保険料のとこ

ろを、「令和３年度から令和５年度まで」の保険料に改正しているところでございます。 

  次に、第８条第１号、ここから保険料の部分になります。第８条第１号につきましては、

一覧表でいいますと第１段階のところになります。保険料「３万９，８４０円」を「４万

１，８８０円」に改正しております。年額で２，０４０円の上昇となっております。 

  第２号では第２段階の保険料になります。「５万１,８４０円」を「５万４，４８０円」

に改正しております。年間で２，６４０円の上昇となっております。 

  次に第３号、ここにつきましては第３段階の保険料になります。「５万９，７６０円」を

「６万２，７６０円」に、年間で３，０００円の上昇となっております。 

  次に第４号、第４段階になります。「７万１，６４０」円を「７万５，３６０円」に改正

しております。年間で３，７２０円の上昇となっております。 

  次に第５号、第５段階になります。「７万９，６８０円」を「８万３，６４０円」に改正

しております。年間で３，９６０円の上昇となっております。 

  次に第６号、第６段階になります。「１０万３，５６０円」を「１０万８，８４０円」に

改正しております。年間で５，２８０円の上昇となっております。 

  また、第６号のイの部分につきましては、保険料算定に用います合計所得金額につきまし

て、税制改正に伴う不利益が生じないよう改正しているところでございます。 
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  ４ページを御覧ください。 

  ４ページの下段、第７号、これが第７段階の保険料になります。「１１万１，４８０円」

を「１１万７，１２０円」に改正しております。年間で５，６４０円の上昇となっておりま

す。 

  続きまして、第８号、第８段階の保険料になります。「１３万５，３６０円」を「１４万

２，２００円」に改正しております。年間で６，８４０円の上昇となっております。 

  次に第９号、第９段階の保険料になります。「１５万１，３２０円」を「１５万

９，０００円」に改正しております。年間で７，６８０円の上昇となっております。 

  次に第１０号、第１０段階の保険料になります。「１６万７，１６０円」を「１７万

５，６８０円」に改正しております。年間で８，５２０円の上昇となっております。 

  次に、６ページをお願いいたします。 

  第１１号、これは第１１段階の保険料になります。「１８万３，１２０円」を「１９万

２，４８０円」に改正しております。年間で９，３６０円の上昇となっております。 

  続きまして、第１２号、第１２段階の保険料になります。「１９万９，０８０円」を

「２０万９，１６０円」に改正しております。年間で１万８０円の上昇となっております。 

  最後に、第１３号、第１３段階の保険料になります。「２２万２，９６０円」を「２３万

４，２４０円」に改正しているところでございます。 

  次に、第２項、第３項、第４項では、保険料の軽減について規定しているところでござい

ます。 

  第１段階、第２段階、第３段階につきましては、今御説明させていただきました保険料に

なるんですが、個々の規定によりまして、一覧表で言いますと括弧書きの保険料が適用され

るという形になります。 

  まず第２項では、第１段階の保険料の軽減といたしまして、「２万４，０００円」を

「２万５，２００円」に改正しております。年間で１，２００円の上昇となっております。 

  第３項、これは第２段階の保険料になりますけれども、「３万１，９２０円」を「３万

３，４８０円」に改正しております。年間で１，５６０円の上昇となっております。 

  次に第４項、これは第３段階の保険料でございます。「５万５，８００円」を「５万

８，５６０円」に改正しております。年間で２，７６０円の上昇となっております。 

  最後に８ページでございます。 

  附則のところで、新型コロナウイルスの定義が変更されたことに伴いまして改正を行って
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いるものでございます。最初に説明するべきでございましたが、今回の保険料につきまして

は、町長からの説明もございましたとおり、３年間分の介護給付費の総額を算定いたしまし

て、その介護給付費の２３％分を６５歳以上の方の保険料で賄うという介護保険制度となっ

ております。前期間の３年間と比べまして、３年度からの計画につきましては、給付費につ

きまして約１億円の上昇を見込んでおりまして、それに伴いまして保険料も今回上昇してい

るという流れになっております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今回、保険料の引上げということで提案がされています。最も低い下から３つの段階まで

については軽減措置ということが取られていますけれども、それでも上昇になっているとい

うことです。特に一番下の３つの段階というのは、本人が住民税非課税、そして世帯として

も非課税であるという条件であり、一番低い段階では、本人の公的年金収入の金額及び合計

所得金額の合計が８０万円以下の人ということで、大変その収入が低い人であるということ

です。こういう中で引上げというふうになっていますけれども、その生活実態ですね、具体

的に笠置町の住民の方の支出状況であったり、そうした生活状態というのは、どこまで把握

をされているのか。 

  それと、背景には当然、国の制度の問題がありますので、国もしくは京都府に対しても、

この介護の制度、保険料も含めて軽減の要望等、何か改善を求めるなどの取組などはされて

きたのか、その点お伺いをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの向出議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  今回の保険料算定につきましては、介護保険事業計画というものを策定した中で、給付費

等の見込みを出し、保険料を決定しているところでございます。計画策定の段階におきまし

て、住民アンケート等を取らせていただいた中で、住民の方の今後の要望等につきまして、

一定把握は、サービス内容等でございますが、把握はさせていただいているところでござい

ます。 

  また、保険料を決める段階のときに、この段階に何人の被保険者がおられるというところ

で計算をさせていただいた中で保険料を決定させていただいているところでございます。次
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年度におきましては、やはり第１段階に属される方が一番多いというところで算定させてい

ただいております。１段階、２段階、３段階、所得の低い方につきましては軽減させていた

だいているというところでございます。 

  向出議員、おっしゃっていただいたように、一定、国のほうで標準的な率というのが決め

られておりまして、その中で第１段階の方は基準額に対してその率を掛けて保険料を出すと

いう形でやっております。要望等はやっているのかというところでございますけれども、定

期的、介護保険の策定する中で、京都府とのヒアリングが３回程度ありました。その中では、

やっぱり軽減するためには、それの財源も伴わないといけないところなので、京都府とのヒ

アリングの中ではそういった話はしておりますけれども、正式な要望という形で出している

というところは現在やっていないというところでございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。向出議員。 

  反対ですか、反対討論。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件について反対討論をいたします。 

  この介護保険料は、先ほども話がありましたように、国の制度において標準率があり、そ

れに基づいて、一定、自治体もその基準に基づいて策定しているという面があります。です

から、第一義的には国の制度の問題があるというふうに考えています。 

  一方、具体的にこの保険料を決めるのは、自治体の条例によってとなります。私自身は、

税と保険料は全く同一ではありませんけれども、生計費の非課税の原則、すなわち生活に影

響を与えない、生活費には税金をかけない、負担をかけないという原則であったり、また所

得が高いほど負担をしていくと、そういう原則を基準にして、税、保険料の率、額を決めて

いくべきだというふうに考えています。一定の所得の高いところであれば、財政、この保険

の運営の状況から引き上げるということも場合によってはあるかと思いますけれども、大変

厳しい、低い所得、収入の状況の方にも、一定、絶対額としてはわずかに見えますけれども、

やはり負担をいただくということは問題ではないかと考えています。 

  地方自治、この笠置町からも抗議の意思を表示したいと思いますので、この議案に対して

は反対を表明して討論といたします。 
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議長（大倉 博君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで討論を終わります。 

  これから議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件を採決します。この採決は起立

によって行います。議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改正の件は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立多数です。したがって、議案第１１号、笠置町介護保険条例一部改

正の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１５、議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事業者の指定に関

し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件を議題と

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件について提案理由を御説明申し上げます。 

  国が定めます指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を

行うものです。施行日は令和３年４月１日でございます。よろしく御審議賜りますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件について御説明させていただきます。 

  今回の一部改正につきましては、先ほどの議案第１０号、これは居宅介護支援事業者に対

する基準でございましたが、第１２号につきましては、介護予防支援事業者の運営について
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の基準になっております。内容は同様にハラスメント対策や感染予防対策など、国の基準が

改正されたことに伴います所要の改正を行うものでございます。 

  新旧対象表で御説明させていただきますので、８ページを御覧ください。 

  目次の部分につきまして「第８章 雑則」を追加しております。 

  次に、９ページを御覧ください。 

  中段、第４項の後段、介護予防支援事業者が連携を行う事業者に障害福祉関連の事業者を

追加しているものでございます。 

  次の第５項につまきましては、事業者に対しまして人権擁護、虐待防止措置に関する整備

についての記載を追加しているものでございます。 

  次の第６項につきましては、ケアプラン作成については、国が公表する介護関連の情報を

活用するという努力義務の規定を追加しているところでございます。 

  １０ページの中段、第６条第３項につきましては、利用者に入院等の必要が生じたときの

対応について追加しているところでございます。 

  次に、１２ページの一番下のところでございます。運営規程の中に、第６号といたしまし

て、「虐待防止のための措置に関する事項」を追加しているものでございます。 

  次に、１３ページをお願いします。 

  第２０条第４項といたしまして、事業者に対して適切なハラスメント対策を求める規定を

追加しているところでございます。 

  また、その下の第２０条の２といたしまして、災害や感染症が発生した場合につきまして

も、必要なサービスが継続して提供できるよう、計画の策定や研修の実施を義務づける規定

を追加しているものでございます。 

  １４ページの第２２条の２につきましては、感染症対策に関する委員会の設置や指針の整

備、研修の実施などの規定を追加しているところでございます。 

  第２３条につきましては、運営規程等の重要事項につきまして、閲覧可能な状態で備え置

くことで掲示に代えることができる規定を追加しているところでございます。 

  １５ページをお願いいたします。 

  第２８条の２につきましては、虐待の発生防止をするための委員会の設置や指針の整備、

研修の実施を義務づける規定を追加しているところでございます。 

  １６ページの中段、第９号につきましては、ケアプラン作成の際のサービス担当者会議に

おきまして、利用者の同意があれば、テレビ電話等利用できる規定を追加しているところで
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ございます。 

  １７ページの第１３号につきましては、サービスの提供状況や利用者の状態に関する報告

についての記載を追加しているところでございます。 

  第１４号の２につきましては、サービス提供事業者から利用者の情報提供を受けた際には、

口腔機能など情報提供を利用者の同意を得て主治医等に提供するという規定を追加している

ところでございます。 

  １８ページの第１６号のイの部分でございます。ここにつきましては、通所介護事業所が

総合事業に位置づけられましたことによりまして、改正後につきましては、「指定介護予防

通所介護事業所」は削除させていただいております。また、通所リハビリテーション事業所

につきまして、定義づけをしっかりさせていただいているところでございます。 

  次に、２０ページを御覧ください。 

  第３２条第２１号の２といたしまして、利用者が医療サービスを希望している場合につき

ましては、ケアプランを主治医等に交付する義務を追加しているところでございます。 

  ２０ページの一番下では、「第８章 雑則」を追加しております。雑則の中の第３５条に

おきましては、事業者における記録の保存につきましては、電磁的な対応を可能とするとい

う規定を追加しているところでございます。 

  ２２ページの附則でございます。施行日につきましては、令和３年４月１日からとさせて

いただいております。また、第２条では、虐待に関する規定については、令和６年３月

３１日までの間は努力義務とする経過措置を設けております。 

  ２３ページをお願いいたします。 

  第３条につきましては、業務継続計画の策定に関する規定と、第４条では、感染症予防に

関する措置についての規定、それぞれの規定につきましても、令和６年３月３１日までの間

は努力義務とする経過措置を設けているところでございます。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） これで討論を終わります。 
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  これから議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件を採決します。この採決は起立

によって行います。議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項

並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改正の件は、原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１２号、笠置町指定介護予防支援事

業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例一部改

正の件は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

休  憩   午後２時０６分 

再  開   午後２時２０分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１６、議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計補正予算（第

８号）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計補正予算（第８号）について

提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正予算は、歳入歳出総額から歳入歳出それぞれ８，４３８万８，０００円を減額

し、総額を２０億４，８４６万４，０００円とするものです。 

  歳出の主なものでは、総務費では高度情報ネットワーク整備事業において、南山城村と共

同整備部分の案分を行ったことによる減額等を行っております。民生費では、障害者自立支

援費や事業費の確定等による減額等を行っております。教育費では、相楽東部広域連合教育

費分の負担金額の確定による減額を行っております。また、各費目における事業費の確定に

よる減額等を行っております。 

  歳入の主なものでは、国庫支出金では、交付額確定等による減額、町債では、事業費の確
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定に伴う減額となる一方、ふるさと納税による増額、また地方交付税、諸収入の増額により

財政調整基金繰入金を減額しております。御審議いただき承認願いますよう、よろしくお願

い申し上げます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） それでは、議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計補正予算

（第８号）の件について説明をさせていただきます。 

  説明に入らせていただく前に、今回の議案の内容に一部訂正がありましたことについてお

わび申し上げます。申し訳ございませんでした。 

  それでは、説明をさせていただきます。 

  今回の補正につきましては、町長から説明させていただいたとおり、８，４３８万

８，０００円を減額し、総額を２０億４，８４６万４，０００円とするものでございます。 

  なお、給与や職員手当、共済費など人件費に関わるものについては精査したものでござい

ますので、各費目における説明は省略させていただきますので、御了承いただきますようお

願いいたします。 

  総務財政課からは、歳入と議会及び総務財政課所管の歳出予算について御説明いたします。 

  まず、議案書の１３ページをお願いいたします。歳入から説明をさせていただきます。 

  １１款地方特例交付金、１項地方特例交付金、１目地方特例交付金では、額の確定に伴い、

１９万６，０００円を計上させていただいております。 

  １２款地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税では、財源留保しておりました普通

交付税の金額を計上させていただいております。 

  １５款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金では、事業費見込みの減に伴

い、３４４万７，０００円を減額いたしております。 

  ２項国庫補助金につきましては、１目総務費国庫補助金において、事業の実施見込み減に

伴いまして１９１万９，０００円を減額いたしております。 

  １４ページをお願いいたします。 

  １６款府支出金、１項府負担金、２目民生費府負担金では、国庫負担金のところでも説明

させていただいたとおり、事業の実施見込み減に伴いまして、合わせまして１７０万円の減

額をしております。 

  １６款府支出金、２項府補助金、１目総務費府補助金では、これにつきましても国庫補助

金のところで説明させていただいたとおり、事業の実施見込み減に伴いまして４３万
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８，０００円を減額いたしております。 

  ２目民生費府補助金では、補助金額の確定や老人医療助成など支出見込額の減に伴いまし

て９７万９，０００円の減額を行っております。 

  １５ページをお願いいたします。 

  １８款寄附金、１項寄附金でございます。寄附金につきましては、ふるさと納税がござい

ましたので、合わせて２２１万６，０００円を増額計上させていただいております。 

  １９款繰入金につきましては、歳入の確保ができたということで７，２２０万

９，０００円を減額いたしております。 

  ２１款諸収入、２目雑入におきましては、市町収支残返還金につきましては、住宅新築資

金管理組合からの収支残の返還金で８０２万９，０００円を計上させていただいております。 

  また、２２款町債につきましては、事業実施見込み減や国との協議に伴う精査をさせてい

ただき減額しておりますが、２目総務債のうち３節の一般事業債につきましては、庁舎の耐

震工事に伴う借入れを予定しております。また７目減税補てん債につきましては、地方消費

税交付金やゴルフ場利用税交付金等の減収分を踏まえ３５４万７，０００円を計上させてい

ただいております。 

  歳入につきましては以上でございます。 

  続きまして、歳出を説明させていただきます。 

  １款議会費、１項議会費、１目議会費では、備品購入費として４，０００円減額させてい

ただいております。これは実績に基づいて４，０００円の減額となっております。 

  ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費でございます。７節報償費では、返戻品つ

きふるさと納税の増に伴い、返礼品購入費として１０万１，０００円を増額させていただい

ております。８節の旅費におきましては、会議等の中止、リモート会議等の増加に伴いまし

て５１万円の減額をさせていただいております。 

  １８ページでございます。 

  ３目財政管理費では、ふるさと納税の増に伴い、積立金を２２１万７，０００円増額をさ

せていただいております。 

  ５目財産管理費では、１１節役務費では、災害時においての社会福祉協議会との福祉車両

を利用することができる協定を結んでおりますが、その保険代として計上をさせていただい

ております。委託料では、ＰＣＢ使用照明器具調査委託費について減額をさせていただいて

おります。 
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  ６目企画費のうち総務財政課が所管する分につきましては、１節報酬で８０万

９，０００円のうち３９万２，０００円、１１節の役務費で５万８，０００円、１２節委託

料のうちシステム改修費３３万円分につきましては、特別定額給付金事業実績に伴う減額を

計上させていただいております。 

  １９ページをお願いいたします。 

  ８目の防災諸費でございます。木造住宅耐震診断士派遣事業、木造住宅耐震改修事業につ

きましては、本年度、申込みがございませんでしたので、歳出分として減額をしております。 

  続きまして、２０ページ、下段をお願いいたします。 

  ２款総務費、４項選挙費、２目町議会議員選挙費でございます。これにつきましては、実

績に伴い１５８万４，０００円の減額をさせていただいております。 

  次に、２１ページをお願いいたします。 

  ２１ページ下段、２款総務費、５項統計調査費でございます。３目工業統計調査費、４目

経済センサス調査区管理費、５目農林業センサス調査費につきまして、実績等に伴っての減

額で計上をさせていただいております。 

  少し飛びまして２６ページをお願いいたします。 

  ２６ページ中段、８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費では、今年度操法大会が中

止となったため、その関連費用を減額いたしております。 

  下段、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費では、相楽東部広域連合負担金

（教育分）の額の確定に伴い５７３万円を減額いたしております。 

  ２７ページをお願いいたします。 

  ２項文化財保存費、１目文化財保存費では、事業実績に伴いまして３７万円の減額をいた

しております。 

  それから少し戻っていただきまして、７ページをよろしくお願いいたします。 

  ７ページ、第２表といたしまして、継続費の補正を上げさせていただいております。今回、

補正予算に減額をさせていただいておる関係で、年割の金額を２年度分につきまして

９，０７５万円から４，５００万円に変更させていただいております。 

  また、８ページ、３表繰越明許費におきましては、今年度事業分につきまして、来年度、

令和３年度への事業ということで、各事業につきまして繰越明許費の設定をさせていただい

ております。総務財政課所管におきましては、３段目の庁舎耐震改修事業につきましては、

改修事業に併用して、耐震性を考慮しながらの設計をしていたため時間を要しましたことに
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伴い、来年度への繰越明許ということで設定をさせていただいております。 

  また５段目、２款総務費、１項総務管理費におきましては、防災マップ作成事業というこ

とで、京都府からの情報が３月という予定でしたか、現時点でまだ情報が３月中ということ

ですが、３月中での作成というのが終わらないということで、繰越明許費の設定をさせてい

ただいております。 

  それから、９ページでございます。 

  ９ページ、第４表では地方債の補正ということで、今回、補正計上させていただいたもの

につきまして、この表での限度額の設定ということで補正を上げさせていただいております。

以上でございます。 

議長（大倉 博君） 次に、職員力向上担当参事兼税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  それでは、税住民課所管のものについて説明させていただきます。 

  １９ページをお願いいたします。 

  ２款総務費、２項徴税費、税務総務費といたしまして２０７万９，０００円の減額となっ

ております。 

  ２０ページ、１８節の負担金補助及び交付金で１７０万５，０００円の減額となっており

ますが、そのうち地方税機構の負担金が額の確定となりましたので１７０万１，０００円を

減額して計上させていただいております。 

  中段、３項戸籍住民基本台帳費では５７万１，０００円増額を計上させていただいており

ます。１２節委託料といたしまして、戸籍システムの改修委託でございます。１３万

２，０００円ですが、附票システムとの連携を行うために現システムを改修するものでござ

います。１８節負担金補助及び交付金につきましては、通知カード・個人番号カードの受託

事務交付金といたしまして４４万８，０００円増額となっております。令和２年度の当初予

算で計上していたマイナンバーカード・個人番号カードの発行枚数より、かなりの発行が令

和２年度ございましたので、それに係る事務費を地方事務機構に対して４４万８，０００円

支払うものでございます。ちなみに個人番号カード、現在の時点で住民の交付率が２４％と

上ってきております。 

  続きまして、２２ページお願いいたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費のうち、繰出金といたしまして３万

３，０００円増額としております。国民健康保険特別会計への繰出金で３万３，０００円計
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上いたしております。 

  続きまして、２４ページ、上段でございます。 

  ４款衛生費、２項清掃費、１目塵芥処理費で１９２万３，０００円を減額しております。

うち委託料といたしまして一般廃棄物の処理計画の策定業務を今年度行っておりますが、随

意契約となりまして減額となったものでございます。１９０万３，０００円の減額を計上さ

せていただいております。 

  以上、税住民課所管の予算について説明を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） 次に、保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  保健福祉課が所管いたします歳出予算につきまして御説明させていただきます。 

  予算書の２２ページを御覧ください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で６７０万３，０００円減額させてい

ただいております。主なものといたしまして、支出見込額によります減額で、扶助費で

７００万円減額しているところでございます。障害者自立支援給付費につきましては

７００万円のうち５００万円減額しているところでございます。これも支出見込額によるも

のですけれども、特に生活介護のサービス、これは生産活動の機会の提供に係るサービスで

ございます。このサービスと就労支援、就労する機会の提供に係るサービスでございます。

主にこの２つのサービスが減額しているものでございます。 

  同じく４目老人福祉費で２０３万円減額しているところでございます。扶助費といたしま

して、老人医療費支給事業で１００万円、これも支出見込額による減額でございます。それ

と介護保険特別会計繰出金で１０３万円の減額をしているところでございます。 

  次のページを御覧ください。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、３目診療所費で２２万５，０００円減額しております。こ

れにつきましては、休日応急診療所分の負担金の額が確定したことに伴います減額になって

おります。 

  保健福祉課が所管いたします歳出予算につきましては、以上でございます。 

議長（大倉 博君） 次に、商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  それでは、商工観光課所管の歳出予算につきまして御説明を申し上げます。 

  予算書の１７ページを御覧ください。 
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  下段の２款総務費、１項総務管理費、１目の一般管理費でございますが、１０節需用費の

燃料費で２７万６，０００円を減額しております。こちらは循環バスの燃料費を、これまで

の実績に基づき精査しての減額でございます。 

  次の２０ページをお願いいたします。 

  ２目文書広報費の１３節使用料及び賃借料で１３万３，０００円を計上しております。こ

ちらは笠置町ケーブルテレビによる地上デジタル放送並びにＢＳ放送の再放送に伴う日本脚

本家連盟、日本シナリオ作家協会、日本文芸家協会の文芸３団体への著作権使用料の支払い

が必要となったものでございます。 

  同じページ、６目企画費の１０節需用費で６３８万９，０００円の減額となっております。

内訳では、商工観光課並びに地域おこし協力隊員が使用する公用車の燃料費が、これまでの

実績に基づく精査で２２万７，０００を減額し、光熱費でもいこいの館の電力会社の変更や、

空調用の灯油使用料の減少により６１６万２，０００円を減額するものでございます。 

  １２節の委託料では、河川のオープン化の検討会を行うための社会実験が新型コロナの影

響で実施できなかったため、かわまちづくりコンサル委託料３００万円を減額するものと、

次のページになりますが、一番上の行でございます。設備管理委託につきましては、いこい

の館の保安委託やキュービクルの保守、エレベーターの保守などが契約実施により４４万

７，０００円減少したものでございます。 

  同じく１３節使用料及び賃借料では、いこいの館の看板設置に係る土地使用料の支払いが

必要となったため１２万円の増額と、公用車２台が期間満了に伴います再契約で、月額リー

ス料が減少したことにより１２万９，０００円を減額するものでございます。 

  次に、同じページの９目通信施設管理費の１２節委託料では、関西電力柱の移設に伴う高

度情報ネットワークの光ケーブル移転業務委託として５７万８，０００円を、１３節使用料

及び賃借料では、切山受信点の土地使用料の支払いが必要となったため２万円を計上してお

ります。 

  １８節負担金補助及び交付金では、高度情報改修負担金４，５７５万円を減額しておりま

す。これにつきましては、笠置町高度情報ネットワークの民間移行事業の中で、主に笠置町、

南山城村までのエリア拡張に伴う光ケーブル連絡線の整備に係る経費約８，９００万円が南

山城村との共通整備となるため、案分による費用負担を行うことで減額となったものでござ

います。 

  次に、予算書の２５ページをお願いいたします。 
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  ６款商工費、１項商工費、３目観光費では、１２節委託料で観光案内所運営委託の費用

３０万円を減額しております。外国人旅行者向けの観光案内などを予定していたところでご

ざいますが、新型コロナの影響で旅行者が減少したことにより実施を見送ったものでござい

ます。 

  同じく４目産業振興会館費の１０節需用費の光熱水費でも、電気料金など、これまでの実

績に基づき９０万６，０００円の減額を行うものでございます。 

  商工観光課の所管部分につきましては、以上でございます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  ２３ページ、衛生費、診療所費で、広域事務組合、この休日診療なんですけれども、金額

確定したということですが、今、利用のほうはどういうふうな状況、年間何人ぐらいが使わ

れているのか。もし少ないようでしたら、どうやったら、この休日診療の利用が伸びるのか、

利用促進などは検討されているのかどうかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今、利用者数なんですが、ちょっと資料がございませんけれども、笠置町からの利用につ

きましては、年間１０人までの利用になっています。広報につきましては、広報紙に診療日

等を掲載しているのみとなっておりまして、広報が足りないのかも分からないです。ただ、

そうですね、今後の広報のやり方につきましては、広報紙のみならず、またほかのホームペ

ージなり、違ったやり方の検討も必要になってくると思います。場所的なもので、相楽会館

で遠いというのもあるのかもしれませんけれども、やっぱりやっていただいているところで、

皆さんに活用していただいて何ぼというところもありますので、また積極的な利用促進に関

わる広報をやっていければと考えているところでございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  これは総額、この休日診療に係る経費は幾らでしたっけ、今、町が負担しておる部分。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  総額なんですが、申し訳ないです。今回これ減額させていただいているんですけれども、
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今ちょっと資料を持ち合わせてなくて申し訳ございません。後ほどお伝えさせていただきま

す。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  たしか２００万円ぐらいだったかと思うんですけれども、それぐらい年間かかるんですね。

２００万円に対して利用されている町民さんが１０人未満ということを、担当課としてどう

考えているかというところやとは思うんですよ。今後はコロナもあって、いろんな困難はあ

ったと思うんですけれども、これは継続事業でずっとやっていて、多分年間平均同じぐらい

の人やと思うんですよ、使ってはる利用者さんって。それに対して２００万円の経費が高い

のかどうか、公共事業なんで、そこは非常に難しいことやと思うんです。朝、町長の議案に

もありましたように、町の財源は乏しいということは確実に明確化されていて、その中で

１０人未満の利用者に対して２００万円、年間投じているという実績が上がっているという

ことも、やっぱり担当課としてどういうふうな方向性を示すのかということを提示できない

と駄目なときにも来ているんじゃないのかと思います。どういう広報がということもあると

思うんですけれども、それこそ今までのやり方では駄目だということは明確化しているので、

本当にいろんな地域の、何というのかな、こういうタイプのことをやっている自治体もあり

ますし、創意工夫をやっている自治体もあるでしょうし、どういったものが笠置とマッチン

グするのかということをきちんと議論して、この２００万円をどう使うかということをきっ

ちり示していただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  費用に対して効果がどれぐらいあるのかというお話かと思います。利用していただいてい

る方につきましては少ない人数でございますけれども、やはり休日の診療というのは必要な

ところかと思います。分担金につきましても、今教えていただきました２００万円程度支払

った中で１０人しか利用していただけていないというのが実情でございます。今、坂本議員、

おっしゃっていただいたように、一般的な広報紙だけじゃなく、笠置にとってどんな広報の

やり方がいいのかというところを考えながらやっていける広報、利用促進を行っていきたい

とまた考えておりますので、また御協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 他に質疑はありませんか。向出議員。 
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１番（向出 健君） １番、向出です。 

  １９ページの支障支線移転移設なんですけれども、先ほど関西電力の電力柱ということで、

高度情報ネットワークの関係と言われましたけれども、こうした関係費用の工事については、

ＫＣＮ京都のほうにお渡ししているほうで基本的には工事関係はやっていただいて、お金を

渡していくという形で聞いていたかと思うんですが、それとの関係で、この工事はそれは対

象外だということだと思うんですが、そのあたりについて説明を求めたいと思います。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの向出議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  この支障支線移転移設につきましては、今、向出議員、おっしゃっていただきましたとお

り、現在の高度情報ネットワークの光ファイバーケーブルでございますが、関西電力さん、

並びにＮＴＴ柱などに二次占用という形で共架させていただいております。その本体となり

ます電柱のほうが、何らかの事情により移転となった場合、共架させていただいております

占用者側のほうでその費用を負担するということになっておりまして、今回、笠置町のほう

が費用負担をするということになっております。これが４月以降になりますと、この光ファ

イバー線を民間事業者のほうへ譲渡する関係で、以降、このようなケースがあった場合には、

移行先の事業者のほうで負担するということになってまいります。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  １８ページ、企画費で、かわまちづくりコンサル委託料が３００万円減額になっています

が、これはコロナに基づいてというような説明やったと思うんですけれども、来年度は、じ

ゃ、このままの予算で計上されるんでしょうか。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） 失礼いたします。 

  ただいまの坂本議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  本年度当初でしたら、社会実験ができた場合、オープン化の要望でありますとか、例えば

これが指定管理制度というふうなものになれば、そういったものの公募に係る事務支援とい

うものを委託しようとしていたものでございます。先ほど申し上げましたとおり、コロナに

よる影響で実証実験、募集はしておりましたが、応募がございませんでした。令和３年度に

再度、中身を見直す必要はあるかとは思うんですが募集をした中で、このような業務を来年
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度の予算のほうで、また、ちょっと若干この事業名というのは変更させていただいておりま

すが、当初予算のほうでも御審議を願う予定をしております。よろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  今年度、ふるさと納税、税収アップしたということですが、笠置は最終的に何品目ぐらい

目指しているのか。そういうことは町の中で検討されているのか。多いところで１００品目

超えるところもあるんですよ、自治体によってはね。数が多いからいいか悪いかというもの

ではないとは思うんですが、町が今回、税収アップということで、今後の取組、どのように

考えておられるのかお聞きしたい。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいま坂本議員の御質問です。 

  議員、おっしゃるように、今回、返礼品つきのふるさと納税をさせていただいたことによ

って、数多くの方から寄附金のほうを頂きました。それから、地域おこし企業人を中心とし

て、物品の返礼品の掘り起こし等もさせていただいております。現在、町においては企業人

を中心として、各課の職員でのプロジェクトチームということで、今後の取組方法、取組な

どを検討している状況でございます。 

  ただ、町として、今一定どこまでといいますと、なかなか難しいものはあるんですけれど

も、ふるさと納税を通じて、笠置町の魅力をアピールできていけたらなというふうには考え

ております。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  課長、僕、思うんですけれども、来年度予算も組んであるじゃないですか。やっぱりその

ときに明るい話題として、町はこう、ふるさと納税で税収を上げていくんやみたいな話が、

当初予算の中で組み込まれてほしいなと思うわけですよ。笠置にも売れるもんがあって、確

実にお客さんがついて喜んでくださっていると。それを伸びていく事業にするにはどうする

のか。 

  端的にキャンプ場、８日にオープンしましたけれども、休日ぐらいのにぎわいが見られて

いると。これはもう安易に誰もが見て分かる。実は僕も８日、９日でキャンプしに行きまし

た。そこで利用されているお客さんとも会話しました。やっぱり来られている方がびっくり

するぐらい、みんな平日なのに大丈夫なのかと、行っている自分もそう思われていると思う
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んですけれども、それぐらいキャンプしている人が驚くぐらい利用されているんですよ。 

  その中で、じゃ、笠置の強みってどこなのかということを、町としてももうちょっときち

んとそこを見定めて、公助の部分でどういう支援ができるのか。他の自治体はどういうこと

を支援しているのか。知恵なのか、情報なのか、何をどうすれば事が動くのか。ヒト、モノ、

カネがどう廻っていくのかということを、やっぱり議会に対して、町民に対して、提示して

いけないといけないと思うんですけれども、そのあたりについて、今現時点で、今、答弁い

ただいた内容であったら、ちょっと先細りしそうというか、現行、世の中はもう全てできて

いるぐらいの中で、今、必死で掘り起こしていっているとこやと思うんですよ。 

  でも、うち、まだヒットしているの１つなのかなみたいなぐらいですよね、この間、新聞

に掲載されていた内容。それをどうやって町の確かな財源にしていくのか、もろ刃の剣やと

思うんですよ、ふるさと納税って。その中でも町としては確実な財源に変わってくると。そ

れこそ町長のお金切らんでも、これだけ自分らの知恵出したら、お金生めるんやということ

も一つの手段やと思います。その辺をほんま本気で考えないとだめだと思うんです。その辺

の明るい提案が、企画から、総務から出てこないと、この事業は進まないのかなと思ってい

ますが、どうお考えですか。 

議長（大倉 博君） 総務財政課長。 

総務財政課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  坂本議員、おっしゃるとおり、笠置町においては、昨年度から返礼品ということで、返礼

品つきのふるさと納税を開始させてもらいました。やはり先行している団体は数多く、もう

日本全国にあるわけですので、そういった事例を学びながら、笠置町に取り入れられるもの

は取り入れて、またお話できるように検討させていただけたらというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  先日、多分京都府で、町の企業と町外の企業が重なり合って事業をするときに補助が出る

ような決定があったと思うんですよ、最高５００万円やったかな。特産品を作ったり、情報

発信をしたりということに対して、京都府で可決されているはずなんですよ、僕、資料を持

っているんですけれども。そういった情報やったりとか、そこで何ができるのか、何が生ま

れるのかという可能性を、やっぱり町の職員が楽しみに、町にあるものと都会でできるもの

を掛け合わせた中で、町のアイデンティティーを形成していくと、それが僕、政策やと思う
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んですよ。 

  その中で雇用創造と中村ポートリーさんが缶詰を去年作ろうと一生懸命頑張っていたと。

それが今、どうなっているのかということを町は知っているのかどうか。それを発展させる

にはどうしたらいいのかとか、実情、動いている部分があったりとかするわけですよ。そう

いう情報を、やっぱり町はキャッチしないといけない。それに対して公助という部分はどう

いうことができるのかということを、やっぱり真に考えないと、せっかく京都府がそういう

前向きなポジティブなお金をつくっているんやから、うちらみたいな町は、やっぱりそれを

率先して取りに行く努力、知恵、発想を持たないと、これからはもっともっと苦しくなると。

だから、どうやったら三方よし、四方よしというような構図を描いていけるのかということ

を常に考えながら、町の情報、京都府の情報、外の持っている力がどうやって掛け合わさっ

ていくのかということを検討していただきたく思います。 

議長（大倉 博君） 副町長。 

副町長（青柳良明君） ただいまの坂本議員からの貴重な御提案、大変ありがとうございます。 

  恐らく京都産業２１において取り組まれる補助事業であると認識しております。３分の

１を地元負担、３分の２を京都産業、京都府が支援するというスキームでございまして、地

元企業１０団体が集まれば３００万円規模の事業ができる。それぞれの民間企業同士、民間

事業者同士がコラボして、新しい製品、新しいサービスといったものを開発していけば補助

金が出るというシステムでございます。 

  それに関しましては、町として申請をさせていただく。申請母体は公共団体というよりも

民間のところにやっていただくつもりでおりまして、現在、商工会でありますとか、まちづ

くり会社と協議をいたしております。ぜひ、そういったお金を活用させていただきまして、

先ほど御指摘のあった課題等にも対応させていただきたい、そのように考えております。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  先ほど支障支線の移転のことで、何か理由をはっきりと、移転の理由について答弁がなか

ったかなと思うんですが、どういう理由で移転されることになったのかということと、今後

も同様の形で移転が見込まれる。要するに町として同様のケースで、こうした費用を見なき

ゃいけないことが起こり得るのか、もう今回で終わるのか、そのあたりのことを答弁いただ

きたいということ。 
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  あと、ちょっと議題が変わるんですが、先ほどの休日診療の件で、広報だけではなくて、

利用者の方の要望、声を聞くという取組も強化をしていって、改善点、できることがあれば

していくという視点も必要なんじゃないかと思うんですが、その２つについてお聞きしたい

と思います。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） ただいまの向出議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  今回、支障移転となりました原因につきましては、民地に立てさせていただいている関西

電力柱が、その民地の建物建築に関しまして移転する必要が生じたということでございます。

ただ、この電柱には、先ほど御説明いたしましたとおり、現在の笠置町高度情報ネットワー

クの光ファイバーケーブルが共架させていただいております。今回、その電柱が移転するに

伴いまして、共架しております光ファイバーも当然移設ということになってまいりますので、

その費用を今回負担させていただくものでございます。４月以降につきましては、先ほども

御説明いたしましたとおり、こういった幹線等の光ファイバーケーブルも、全て民間事業者

のほうへ譲渡いたしますので、今後はこのような電柱の支障移転等があった場合でも、それ

は町のほうに費用が発生してくるということはございません。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

  休日診療所の利用者の声を聞くというところでございます。まず、相楽広域事務組合の中

の医療担当課長会議の中で、笠置町の町民に限らず、利用者の声の聞き方なりを、また検討

できないかなというところで、広域事務組合と相談した中で検討していきたいと思います。 

  また、町民の利用につきましては、利用の年齢層等もあると思います。例えば保育所なり

で子供さん、例えば急に熱を出されるケースが多いかと思います。そういったときに利用さ

れた場合の、利用されたときの感想といいますか、そういったもの。また要望なりも機会を

捉えてやれたらと思います。また、高齢者の方につきましても利用されるケースがあると思

いますので、包括支援センターが行っている事業なりを捉えて、声を拾えていければという

ふうに考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  休日診療所の件は取り組みいただきたいということで了解いたしました。 
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  それで、支柱の移転なんですけれども、どういう理由かお聞きしているんで、必要性が生

じたということを言われたんですが、何か周辺のことでいろいろ個人情報であったり、いろ

いろ情報上、配慮しなきゃいけないことがあるんであれば、これ以上はもう聞きませんけれ

ども、気になりますのは、同一の理由で３月のうちに、同じ理由でまたこういう状況という

のは、まず発生しないということでいいのかどうかだけは少なくとも確認したいんです。

４月１日以降については、もう民間業者がこういう事例については費用負担するということ

は理解したんですけれども、同一のような理由で、またいろいろ費用が発生しないというこ

とでいいのかだけは、少なくとも答えていただきたいですし、もし、この移転の理由が明ら

かにできるんであれば、その点もお答えいただきたいなと思います。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（市田精志君） ただいまの向出議員さんの御質問にお答えをいたします。 

  移転の理由といたしましては、その当該敷地において建物を建築されるということになり

まして、高さ的に現在の高度情報ネットワークの光ケーブルが建物に引っかかってくるとい

うようなことで移転の必要が生じたということでございます。 

  あと、３月中にというようなお話でございましたが、こういった支障移転の場合は、事前

に関西電力さん等から調査があって、いつぐらいの時期にということで連絡が来ることにな

っております。今もう３月末までに関しましては、そういった支障移転の協議というものは

来ておりませんので、３月中に同じようなケースが発生するということはないものと理解を

しております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  ２４ページ、衛生費、塵芥処理費で委託料、廃棄物処理計画の策定業務が減額が１９０万

３，０００円、結構減額が大きいですよね。これは随意契約、廃掃法で認められているのは

知っていますのであれなんですけれども、何でこんなに当初の予算額との差が開いたのか、

ちょっと説明していただきたいなと。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  廃棄物の処理計画について、笠置町以外、同時期にといいますか、相楽東部広域連合につ

いては昨年度、それから笠置町、南山城村さん、和束町さん、３町村が今年度で策定を進め



６４ 

ておりました。データ的に資料といたしまして相楽東部広域連合に提供いたしました資料が、

そのまま同じ業者でございましたので、同じデータが使用できるというところで、その分の

事業費が減ったというところでございます。当初予算では５００万円近くあったものですの

で、随意契約というところもありましたし、その資料、データのほうが活用できたというこ

ともありまして、金額がかなり抑えられたというところでございます。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  ラッキーだったという感じの部分があると思います。それで、この処理計画に当たっても、

市町村でまた出るごみも違いますし、性質違うと思うんですよ。やっぱりこれもなるべく少

ないほうがいいと思いますし、町独自でごみの政策に取り組んでいる自治体もたくさんあり

ますし、やっぱり、ここの業務が自分たちの思いの部分が、きちんと委託業者に伝わるよう

になっているのかどうかというのが、広域連合の流れから、そのデータで１９０万円削減で

きたと。削減できたことは１つよしと。でも、そこの中に笠置町のごみの処理計画というも

のがどう反映されているのかというところまで、やっぱり担当課で詰めていっていただきた

いなと。今の答弁だと、なかなかそこまではまだ行けてないのかなというふうな認識を受け

る答弁だったんですけれども、課長、いかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問に対してですけれども、処理計画については、もちろん本体の連合さん

も作成されておりまして、３町村、整合性を図りながら独自色をというところで事業者とは

話をさせていただいております。町の特徴はというと、なかなかないところもございますが、

ごみの分別であったり、それから排出量の減量についてどうしていくかというところは、こ

ちらもこういうふうな記載をしてほしいというところもございました。 

  概要版も含めて、成果物についてはもうじき上がってくると思いますので、また、こちら

についても議員さんのほうに配布をさせていただきたいと考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  先日、課長のところにも相談に行きましたけれども、笠置町には野焼きの定義しかないと。

焚火の定義はいかがなものかという質問に行ったんですけれども、たき火の定義はなかった

と。笠置町においては、今、キャンプがブームで、確実にたき火ごみというのが出てくると。
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これは保健所に確認したところ、個人が排出するたき火後に出てくる廃棄物というのは、こ

れは一般廃棄物であるということは保健所から見解をいただきました。何が言いたいかとい

うと、そのたき火した中に、直火オーケーですから、笠置の場合、バーベキューのごみやっ

たりとか、廃材を燃やした後のくぎやったりとか、いろんなもんが混じっているわけですね。

それがかまどを組んで直火でたき火をする。その後に、もう詰め込まれて、俗にたき逃げと

いうんです、キャンプの用語でいうとたき逃げして帰る人がぎょうさんおると。これはもう

不法投棄なんですよ、確実なね、個人が排出したごみやから。そこに対して、やっぱり自分

らが、じゃ、どうしていくんかというものが、この計画に入っているのかといったら、多分

ないと思うんですよ。 

  その辺までやっぱり、自分たちの町にはどんな廃棄物があって、どんなふうに処理してい

くと、いろんな人から愛される町になるのか、自分たちも愛せる町になるのか、どの側面か

ら見たときに、笠置町ってすばらしいなと思ってもらえるような、廃棄物１つにとってもそ

うやと思うんですよ。ただ単に委託料を投げれば、その計画ができるというものではなくて、

その委託は自分たちの何を映すかというところまで考えた中で業務に当たっていただければ、

すごいいい町になっていくと思うんで、次の段階は、そういうことも踏まえた中で、例えば

これが応援金でまたちょっと増えるのかも知れないですけれども、その価値を見いだすのが

仕事やと思うんですよ。そこのロジックをきちんと伝えられる、そういうような廃棄物の処

理計画をつくっていただきたいなと思います。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

職員力向上担当参事兼税住民課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  坂本議員からおっしゃっていただきました内容について、今後、十分検討していく中で、

もちろん住民さんへのお知らせもそうですし、これからごみといいますか、廃棄物の行政に

ついては環境を守るというところで、レジ袋の削減であったりとか、いろんなことが出てお

りますので、住民さんにも御理解いただくような形で、笠置町として何ができるか、何をし

ていかなければいけないかというところを、来ていただく方にもそうですし、住民の方にも

御理解していただいた上で進めていきたいと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） ほかに質疑はありせんか。 

（発言する者なし） 

議長（大倉 博君） なければ、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計補正予算（第８号）の件を採決します。

この採決は起立によって行います。議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計補正予算（第

８号）の件は、原案のとおり賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１３号、令和２年度笠置町一般会計

補正予算（第８号）の件は、原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

休  憩   午後３時２３分 

再  開   午後３時３６分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１７、議案第１４号、令和２年度笠置町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第１４号、令和２年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の件について

提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額２億１４万９，０００円に歳入歳出それぞれ３１１万

６，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億３２６万５，０００円とするも

のです。 

  主な内容は、歳出、保険給付費、療養諸費及び高額療養費で３４１万円を増額計上してお

ります。また、保健施設費では、人間ドックの決算見込みにより減額計上をしております。

よろしく御審議賜るようお願い申し上げます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。税住民課担当課長。 

税住民課担当課長（石原千明君） 議案第１４号、令和２年度笠置町国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）の件につきまして御説明させていただきます。 

  ８ページを御覧ください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、８節旅費４万４，０００円の減額、同じ
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く１１節役務費７万７，０００円の増額計上をさせていただいております。 

  次に、２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費１５０万円の増額、

同款２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費で１９１万円の増額計上をさせていただ

いております。こちらにつきましては、１件が５００万円を超えるレセプトの請求が発生す

ることにより計上させていただきました。 

  同款５項葬祭諸費、１目葬祭費１０万円増額計上しております。 

  次に、９ページを御覧ください。 

  ４款保健施設費、１項保健施設費、１目保健衛生普及費で４２万７，０００円の減額を計

上しております。こちらは今年度４月から６月の人間ドック受診予定者だった方が、コロナ

の影響でキャンセルや変更内容などがあり、決算見込みにより減額させていただいておりま

す。 

  次に、歳入の説明をさせていただきます。 

  ７ページを御覧ください。 

  ４款府支出金、１項府補助金、１目府補助金、１節保険給付費交付金、普通交付金で

３４１万円の増額補正をさせていただいております。先ほど歳出で説明させていただきまし

た財源充当分でございます。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金３万３，０００円につきましては、

歳出で説明させていただきました総務費の財源充当分でございます。 

  ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金につきましては、前年度繰越金として３２万

７，０００円を減額計上しております。 

  以上、歳入歳出それぞれ３１１万６，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

２億３２６万５，０００円としております。 

  これで国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の説明を終わります。よろしくお願いし

ます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 



６８ 

  これから議案第１４号、令和２年度笠置町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）の件

を採決します。この採決は起立によって行います。議案第１４号、令和２年度笠置町国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１４号、令和２年度笠置町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１８、議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険特別会計補正予

算（第３号）の件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼いたします。 

  議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件について提案

理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ７９万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ３億３７２万７，０００円とするものです。 

  主な提案内容は、支出見込みによります保険給付費の減額と、介護給付費準備基金積立金

の増額でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件について御説

明させていただきます。 

  予算書の８ページを御覧ください。 

  歳入につきましては、介護給付費の公費負担分となっておりますので、細部の説明は省略

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、８ページの２、歳入、３款国庫支出金、１項国庫負担金では１２１万

２，０００円の減額、同款２項国庫補助金では７５万８，０００円の減額となっております。

この国庫負担金、国庫補助金につきましては、それぞれ介護給付費、地域支援事業費の国庫

負担分の減額となっております。 

  次に、４款支払基金交付金、１項支払基金交付金では２１５万７，０００円の減額をさせ

ていただいております。この分につきましては、２号被保険者の負担分の減額となっており



６９ 

ます。 

  ５款府支出金、１項府負担金では１０５万６，０００円の減額。次、９ページをお願いい

たします。同款２項府補助金では１６万９，０００円の減額をさせていただいております。

府負担金、府補助金につきましては、それぞれ介護給付費、地域支援事業費の府負担分の減

額になっております。 

  ７款繰入金、１項一般会計繰入金では１０３万円の減額をさせていただいております。

５目その他一般会計繰入金につきましては、事務費分といたしまして１万１，０００円の増

額を計上させていただいているところでございます。 

  ８款繰越金、１項繰越金、１目繰越金では７１７万９，０００円を計上しているところで

ございます。これは前年度繰越金でございます。 

  歳出の説明をさせていただきます。 

  １０ページを御覧ください。 

  １款総務費、２項徴収費、１目賦課徴収費で１万１，０００円計上させていただいており

ます。これにつきましては、先ほど可決いただきました介護保険料の改定に係りますパンフ

レットの作成料でございます。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費 １目居宅介護サービス給付費では２００万円

減額させていただいております。支出見込みによる減額でございますが、主に訪問介護の利

用の減となっております。 

  同款同項２目地域密着型介護サービス給付費で２６万１，０００円計上させていただいて

おります。これにつきましては、新たに地域密着型サービスの利用者が増えたことによりま

す増額でございます。 

  同じく３目施設介護サービス給付費で２００万円の減額をさせていただいております。支

出見込みによる減でございますが、施設の入所者の減少によります減額でございます。 

  同款２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費では１５０万円の減額を

させていただいております。介護予防サービスにつきましては、要支援の方対象のサービス

でございますけれども、これにつきましても支出見込みによる減額でございます。 

  次のページを御覧ください。 

  同じく４目介護予防サービス計画給付費では３０万円の減額をしているところでございま

す。要支援の方のケアプラン作成代となっておりますけれども、これも支出見込みによる減

額でございます。 



７０ 

  同款４項高額介護サービス等費、１目高額介護サービス費で５６万４，０００円計上させ

ていただいております。この高額介護サービス費につきましては、自己負担の上限を超えた

分を高額介護サービス費として利用者に支給するものでございます。 

  同款６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費で２００万円減額

させていただいております。これにつきましては施設入所の減額に伴いまして、こちらの特

定入所者介護サービス費も減額させていただいているものでございます。 

  １２ページを御覧ください。 

  ３款地域支援事業費、１項介護予防・生活支援サービス事業費、１目介護予防・生活支援

事業費では１００万円の減額をさせていただいております。こちらも支出見込みによります

減額でございます。 

  次、１３ページをお願いいたします。 

  ７款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給付費準備基金積立金で９００万円計上して

おります。これにつきましては、介護給付費の準備基金に９００万円積み立てるための費用

でございます。 

  介護保険特別会計予算の説明につきましては、以上でございます。 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険特別会計補正予算（第３号）の件を採

決します。この採決は起立によって行います。議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険特

別会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１５号、令和２年度笠置町介護保険

特別会計補正予算（第３号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１９、議案第１６号、令和２年度笠置町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第２号）の件を議題とします。 



７１ 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長。 

町長（中 淳志君） 失礼します。 

  議案第１６号、令和２年度笠置町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の件につい

て提案理由を御説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出それぞれ２９４万７，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ７，２２７万７，０００円とするものです。 

  主な提案内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の増額でございます。よろしく御審議賜

りますようお願い申し上げます。以上です。 

議長（大倉 博君） 議案の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  議案第１６号、令和２年度笠置町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の件につき

まして御説明させていただきます。 

  予算書の７ページを御覧ください。 

  まず歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料で４８万

３，０００円を計上しております。また、２目普通徴収保険料で１９５万１，０００円を計

上しているところでございます。これにつきましては、保険料調定額の増によります増額に

なっております。 

  ４款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で４８万３，０００円計上しております。前年度の

繰越金でございます。 

  ５款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、１目延滞金で３万円計上しております。これ

につきましては、保険料収納に係ります延滞金でございます。 

  続きまして、歳出の御説明をさせていただきます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢

者医療広域連合納付金で２５０万円計上しております。これは広域連合へ納付する保険料分

でございます。 

  ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、４目償還金で４４万７，０００円計上してお

ります。これにつきましては人間ドック事業の額の確定によります元年度分の精算金となっ

ております。 

  後期高齢者医療特別会計予算の説明につきましては、以上でございます。 



７２ 

議長（大倉 博君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから議案第１６号、令和２年度笠置町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の

件を採決します。この採決は起立によって行います。議案第１６号、令和２年度笠置町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の件は、原案のとおり賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

議長（大倉 博君） 起立全員です。したがって、議案第１６号、令和２年度笠置町後期高齢

者医療特別会計補正予算（第２号）の件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は３月１８日午前９時３０分から開会します。通知は省略します。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午後３時５６分 


